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第１ はじめに 

 １ 策定の背景と趣旨 

デジタル技術は、少子高齢化や人口減少などの社会課題の解決やＳＤＧｓ

（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組の推進、持続可能な社会の構築

の鍵であり、現在、社会のあらゆる領域でデジタル技術の活用が進んでいま

す。 

ＡＩ1を始め、ＶＲ2やＩｏＴ3などのデジタル技術の革新が、社会に大きな

影響を与え、社会のデジタル化が大きなうねりを見せる中、今般の新型コロ

ナウイルス感染症（以下「新型感染症」という。）の拡大は、時間短縮営業や

外出自粛などによる飲食業や観光業など様々な業種における売上げの減少

や、人と人との身体的な距離を確保する必要から人とのつながりをベースと

した活動やサービスが希薄となったことで、交流・体験機会の減少や高齢者

の孤立が生じるなど、社会全体に深刻な影響をもたらすとともに、県民の意

識や行動まで変えるほどのインパクトを持ち続けています。 

そのため、県では、新型感染症の影響分析を行い、新型感染症によって、

デジタル化や移住・定住、心身の健康、働き方改革など、従来の課題の顕在

化が一気に進んだこと、新しい生活様式の中でも人とのつながりを大切にし、

対面とデジタル化の最適化を図る必要があること、そして、コロナ禍にあっ

ても本県の復興・創生を切れ目なく進めていく必要があることを明らかにし

ました。 

また、新型感染症に係る緊急経済対策として行われた特別定額給付金の給

付事務やワクチン接種記録システム等、国主導の下で一斉に、かつ、迅速な

対応が求められた新型感染症対策により、全国の市町村において、結果とし

て様々な混乱や課題を生じたことに鑑みれば、県内市町村においてもデジタ

ル化を着実に進めていくことが求められております。 

加えて、国においては、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」とし

て行われた特別定額給付金の給付事務の混乱により、行政手続のオンライン

化の遅れや地域・組織間で横断的にデータが十分に活用できないことなど、

様々な課題が明らかになったことを踏まえ、「デジタル社会の実現に向けた

                                                      

1 ＡＩ：「Artificial Intelligence」の略で、人工知能のことです。 

2 ＶＲ：「Virtual Reality」の略で、仮想現実のことです。 

3 ＩｏＴ：「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と訳され、あらゆるモ

ノをインターネット又はネットワークに接続し、相互に情報交換をする仕組みのことで

す。 
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改革の基本方針」（令和２（2020）年 12 月 25 日閣議決定）において、強力

な総合調整機能を有するデジタル庁の設置や目指すべきデジタル社会のビ

ジョン4を示すとともに、基本方針を踏まえ改定した「デジタル・ガバメント

実行計画」（令和２（2020）年 12 月 25 日閣議決定）に基づきデジタル社会

の構築に向けた取組を全自治体において着実に進めていくため、「自治体デ

ジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進計画」（令和２（2020）年 12

月 25日総務省）を策定し、自治体のデジタル・トランスフォーメーション5

（以下「デジタル変革（ＤＸ）」という。）を強力に推進することとしていま

す。 

さらに、「デジタル社会の実現に向けた改革の基本方針」で掲げた 10の原

則6の要素を取り込んだ上で、デジタル社会の形成の基本的枠組を明らかに

し、これに基づき施策を推進するための「デジタル社会形成基本法」（高度

情報通信ネットワーク社会形成基本法（ＩＴ基本法）の後継）や、それを中

核とする「デジタル庁設置法」等のデジタル改革関連法が令和３（2021）年

５月 19 日に公布され、デジタル社会の形成に向けた取組が一層加速するも

のと考えられます。 

このデジタル改革関連法においては、個人情報保護に関して、社会全体の

デジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な全

国的な共通ルールが規定され、行政機関等での、匿名化され個人が特定でき

ない情報の取扱いについても明確化されました。 

このような環境の変化と国の動きも踏まえて、県としても、デジタル社会

の実現に向け、デジタル技術やデータを効果的に活用し、新たな価値を創出

するため、デジタル変革（ＤＸ）を推進していくこととしたところです。 

なお、本県独自の新型感染症の影響分析の結果を踏まえ、対面に代表され

るアナログな手法とデジタル技術を活用した手法の最適化も図る必要があ

ります。 

 

                                                      

4 「デジタルの活用により、一人ひとりのニーズに合ったサービスを選ぶことができ、多

様な幸せが実現できる社会～誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化～」 

5 デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）：ＩＣＴの浸透が人々の生活のあらゆる面

でより良い方向に変化させること。「自治体ＤＸ推進計画（総務省）」より 

6 10 の原則：①オープン・透明 ②公平・倫理 ③安全・安心 ④継続・安定・強靱（じ

ん） ⑤社会課題の解決 ⑥迅速・柔軟 ⑦包摂・多様性 ⑧浸透 ⑨新たな価値の創造 

⑩飛躍・国際貢献 
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 ２ 基本方針の位置づけ 

   この基本方針は、新たな総合計画において横断的な課題として位置付け

られる「デジタル変革（ＤＸ）の推進」について、基本的な考え方や取組の

内容、推進体制など、県としての方針を示すものであり、全ての主要施策の

構築や実施に際しての基礎となります。 

 

 ３ 対象期間 

基本方針の対象期間は、令和３（2021）年４月１日から令和８（2026）年

３月 31 日までの５年間とします。ただし、デジタル技術の進展が非常に速

いことを踏まえ、令和５（2023）年度に中間見直しを行います。  
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第２ 現状と課題 

 １ 本県が立ち止まらずに進めるべき県づくり 

東日本大震災及び原発事故からの復興・再生は、県民の懸命な努力と国内

外からの温かい支援によって、避難指示の解除や福島イノベーション・コー

スト構想の推進など、着実に進展している一方、いまだに多くの県民がふる

さとを離れて避難生活を続けているほか、住民の帰還や被災者の生活再建、

風評・風化の問題など、経験のない複雑で多様な課題が山積しています。 

また、本県では、震災以降 18万人を超える人口が減少し、本県の人口は、

平成 10（1998）年をピーク（約 214 万人）に減少が続いており7、東日本大

震災及び原発事故による避難者の動態予測を含めた県独自の人口推計では、

県の人口は令和 22（2040）年に約 143 万人、令和 42（2060）年に約 100 万

人になるものと推計されます。 

 

人口減少に伴い、地域経済は、人手不足や消費市場の縮小により活力が低

下するとともに、地域コミュニティや社会保障、行財政運営など地域を支え

る様々な分野でこれまでの水準の維持が困難となるおそれがあります。 

さらに、新型感染症の発生や令和元年東日本台風などの近年頻発化・激甚

化する自然災害など、新たな脅威にも着実に対応する必要があります。 

そのため、デジタル変革（ＤＸ）を原動力として、「新たな日常」に対応す

るとともに、「デジタル化による社会の強靱化」を図りながら、震災からの

                                                      

7 令和元(2019）年 10 月の推計人口は約 184 万人です。 
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復興・再生と地方創生・人口減少対策を立ち止まらずに進めていく必要があ

ります。 

 

 ２ 人口減少を見据えた持続可能な本県行政に必要な変革 

日本全体で人口減少が進む中、団塊ジュニア世代が 65 歳以上になる令和

22（2040）年頃に 20 歳代前半となる者の数は、団塊ジュニア世代の半分程

度にとどまることが明らかになっています。 

 

県職員の年齢構成は、44 歳以上の職員が約６割と相対的に多く、令和 22

（2040）年以降は、これらの職員の大多数が 65 歳以上となりますが、その

代わりとなる労働力は、前述のとおり圧倒的に少ないため、労働力の絶対量

が不足するおそれがあります。 

 

 

 

※福島県職員：一般行政部門、教育部門、警察部門及び公営企業等会計部門の職員

出典：「総務省・地方公共団体給与情報等公表システムに基づく福島県の給与・定員管理の状況」

　　　（R2.4.1現在）を基に作成
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が44歳以上
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県職員の採用試験については、福島県人事委員会と連携しながら、より

多くの者が受験するための取組を進めているにもかかわらず、若年人口が減

少していく中で、民間企業等の高い採用意欲等を背景に、受験者数は減少傾

向にあり、既に、一部の技術職については、合格者数が採用予定者数に達し

ないなど、人材確保を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いています。 

  
加えて、震災からの復興・再生と地方創生・人口減少対策に係る業務量が

増大したことで、震災前と比べ、超過勤務時間（平均）は約 1.8倍に増加し、

職員一人一人の負担は大きい状態が続いています。 

 

このように、人口減少により職員確保が困難になり本県の経営資源が急速

に限られるおそれがあること、そして、震災や原発事故への対応だけでなく

頻発化・激甚化する自然災害や新型感染症などの新たな脅威、複雑化・多様

化し量的にも増大する行政ニーズに対応すること、これらは将来の課題では

なく、今から取組を進めなければならない課題です。 

将来にわたり、県民の期待に応え、より良い行政サービスが提供できるよ

うな、持続可能な行政運営を確保するため、ＡＩやＲＰＡ8の導入など、県庁

内部においてデジタル化を前提とした事務・事業の変革を加速させ、県民サ

ービスの向上等につなげる必要があります。 

 

                                                      

8 ＲＰＡ：「Robotic Process Automation」の略で、ソフトウェアによる業務プロセスの自

動化のことです。 

※福島県人事委員会公表資料を基に作成 ※福島県人事委員会公表資料を基に作成

震災前

H21 H30 R1 R2 本県 全国※

9.6 16.6 17.8 17.0 17.4 12.5

※出典：地方公務員の時間外勤務に関する実態調査（H28総務省）

震災後直近３カ年 参考（H26）

職員１人あたりの1月あたりの超過勤務時間（平均）
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 ３ 市町村の現状 

〇 今般の新型感染症対策を始め、災害対策や新たな国の施策では、市町村

に対して、デジタル技術の活用を前提に、行政サービスの標準化、共通化

など全国一斉に迅速な対応が求められる一方で、実際の事業実施に当たっ

ては、地域の人口構造等を踏まえ、優先順位や方法を変えるなど、それぞ

れの実情に応じた対応も求められています。 

〇 また、市町村のデジタル変革（ＤＸ）の状況については、テレワークや

ＡＩ・ＲＰＡの導入等、デジタル技術を積極的に活用して先進的な取組を

行っている市町村がある一方、一部の自治体では、人的・財政的な制約に

よりデジタル変革（ＤＸ）の推進が困難なところもあります。 

〇 しかしながら、市町村の行政手続のオンライン化についての目標時期が

令和４（2022）年度末、情報システムの標準化・共通化についての目標時

期が令和７（2025）年度末とされ、市町村は、それらの実現のため、計画

的な導入に向けた取組を進めていく必要があります。 

〇 そうしたことから、県は、行政の効率化や住民サービスの向上等を計画

的に進めるとともに、これまでの市町村独自のきめ細かなサービスとの両

立を図ることができるように、市町村のデジタル変革（ＤＸ）を支援して

いく必要があります。 
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第３ 基本的な考え方 

１ 基本理念 

本県は、「県政のあらゆる分野において、従来の仕組みや仕事の進め方を、

既成概念にとらわれず、県民目線で見直すとともに、デジタル技術やデータ

を効果的に活用し、新たな価値を創出することで、復興・再生と地方創生を

切れ目なく進め、県民一人一人が豊かさや幸せを実感できる県づくりを実現

する。」をデジタル変革（ＤＸ）推進の基本理念とします。 

   基本理念の下、県庁及び市町村を対象とした「行政のデジタル変革（Ｄ

Ｘ）」と、県民の暮らしや仕事など地域社会を対象とした「地域のデジタル

変革（ＤＸ）」を二本柱とし、市町村の実情に応じた支援や市町村との連携・

協働等に力を入れながら、本県のデジタル変革（ＤＸ）を推進します。 

 

２ 基本目標 

基本理念を実現するための「行政のデジタル変革（ＤＸ）」及び「地域の

デジタル変革（ＤＸ）」の基本目標は、次のとおりです。 

 

(1) 行政のデジタル変革（ＤＸ） 

ア デジタル変革（ＤＸ）の前提として必要な職員の意識改革と行動変容 

○ 行政のデジタル変革（ＤＸ）が目指すものは、震災や原発事故、地

方創生への対応だけでなく、頻発する自然災害や新型感染症などの新

たな脅威に柔軟に対応しながら、県政における様々な政策課題につい

て成果を創出していくことです。 

○ そのためには、リアル（対面）や接触を前提とした既存の仕事の仕

組みや考え方、進め方を、既成概念にとらわれずに、リアルとバーチ

ャル、接触と非接触の最適な組合せを検討するなど、根本から見直す

必要があります。 

○ これには、職員一人一人の事務・事業の見直しや新たな進め方への

チャレンジといった、意識改革と行動の変容が不可欠であり、デジタ

ル変革（ＤＸ）の前提である不断の取組として、県庁全体に浸透・定

着を図ります。 

 

イ デジタル県庁の実現 

○ 県庁が率先してデジタル技術の活用に最適な環境を整えるととも

に、行政サービスにデジタル技術を積極的に活用し、県庁に行かなく

ても手続ができるなど、付加価値の高い行政サービスを提供します。 



 

9 

 

○ また、デジタル技術を活用して業務の機械化、自動化等を進め、効

率性を確保しながら、職員は、職員自らが考えるべき業務や職員が実

施した方がより効率的な業務、より大きな効果が得られる業務に特化

させます。 

 

   ウ 市町村支援・連携 

(ｱ) 地域課題の解決等に向けたデジタル変革（ＤＸ）推進 

〇 自治体情報システムの標準化・共通化など、全国一律のデジタ

ル変革（ＤＸ）を支援するとともに、市町村と連携・協働し、県民

に身近な市町村のデジタル変革（ＤＸ）を推進し、住民の利便性

の向上や業務効率化により生み出した人的資源を地域課題の解決

など更なる行政サービスの提供につなげていきます。 

(ｲ) 個々の実情に応じた伴走支援 

〇 人的・財政的制約によりデジタル変革（ＤＸ）の推進が困難な  

市町村に対して、デジタル変革（ＤＸ）の流れに遅れないよう、

個々の実情に応じた伴走支援を行います。 

(ｳ) スマートシティ9等の取組支援 

○ 市町村がスマートシティに取り組むためには、生活環境やモビ

リティ、行政サービスなど、官民データを活用することで目指す

べき都市としての方向性を明確にする必要があります。 

○ また、公共データのオープン化のための基盤となる台帳類のデ

ジタル化や民間データとの連携、個人情報を保護しながら住民参

加の下でビッグデータを収集・活用する方策など、様々なノウハ

ウが必要です。 

〇 こうした知見を収集し、市町村と共有することで、スマートシ

ティやスーパーシティ10等の先進的なまちづくりに住民等と双方

                                                      

9 「スマートシティ」とは、交通や健康・医療といった都市にかかわる様々なデータを効

率的に収集・管理することによって、データ同士の掛け合わせやデータの再利用を通じて

新たなサービスの創出を可能とすることで、社会課題の解決を図る都市又は地域を言いま

す。 

10 「スーパーシティ」とは、スマートシティの発展形の一つであり、医療や交通、教育、

行政手続など、生活全般にまたがる複数の分野で、規制改革とともに、ＡＩなどを活用す

る先端的なサービス（決済の完全キャッシュレス化や遠隔教育、遠隔医療など）を導入す

ることで、便利でより良い暮らしを実現していく都市又は地域を言います。 
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向で対話・協働をして取り組む市町村を支援します。 

 

(2) 地域のデジタル変革（ＤＸ） 

   ア 県民、企業等へのデジタル変革（ＤＸ）の浸透 

○ 行政手続のオンライン化による企業活動の効率化やオープンデー

タの活用による新たなサービスの創出等、行政のデジタル変革（ＤＸ）

を通じて、県民の暮らしや仕事など、地域社会へデジタル変革（ＤＸ）

の浸透を図ります。 

〇 県政のあらゆる分野において、デジタル技術を積極的に活用した政

策を展開し、新たなサービスの創出や企業、農業者等の経営の効率化、

競争力の強化等を図ります。 

 

   イ デジタル変革（ＤＸ）の流れから県民や事業者等を取り残さない 

○ 社会全体のデジタル変革（ＤＸ）の流れから、県民や事業者等が誰

一人取り残されないよう支援します。 

 

   ウ スマートシティ等の取組と結び付け 

〇 県民や事業者、市町村等様々な主体と連携・共創し、地域のデジタ

ル変革（ＤＸ）を拡充し、スマートシティやスーパーシティ等の先進

的なまちづくりに結び付けます。 

 

３ デジタル変革（ＤＸ）の進め方 

本県のデジタル変革（ＤＸ）は、次の３つのステップにより推進し、基本

理念の実現を図ります。 

○ ステップ１：行政のデジタル変革（ＤＸ）の推進 

県庁が率先してデジタル変革（ＤＸ）を進めるとともに、市町村支援・

連携により市町村のデジタル変革（ＤＸ）を推進します。 

○ ステップ２：地域のデジタル変革（ＤＸ）の推進 

行政のデジタル変革（ＤＸ）と並行して、地域のデジタル変革（ＤＸ）

を推進します。 

  ○ ステップ３：スマートシティ等の実現 

県民や事業者、市町村等様々な主体と連携・共創し、地域のデジタル変

革（ＤＸ）を拡充しながら、市町村によるスマートシティ、スーパーシテ

ィ等の実現と横展開に向けた取組を推進します。  
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第４ 行政のデジタル変革（ＤＸ） 

次の取組により行政のデジタル変革（ＤＸ）を推進し、付加価値の高い行

政サービスの提供や公務能率の向上等を図ります。 

 

１ まず始めに実施すべき取組 

＜新しい価値＞ 

自ら変革する意識の浸透・定着、自律型職員の育成により、デジタル変 

革を自走することができます。 

また、従来の仕事の仕組みや進め方を抜本的に見直すことにより、業務 

の効率化が図られます。 

 

(1) 職員の意識改革と行動変容 

【現状・課題等】 

  ○ 職員の意識改革と行動変容を促進し、県庁全体に浸透・定着させる

ことは、一朝一夕でできるものではなく、戦略的かつ継続的な取組が

必要です。 

 【取組内容】 

○ 部局長等を筆頭に、管理職が率先して、仕事の仕組みや進め方、更

には意思決定プロセスを含めた業務改革に、できるところから積極的

に取り組みます。 

○ そうした取組の成功体験を積み上げ、これまでのやり方を「変える」

ことに対する職員の心理的な抵抗感を小さくしていきます。 

○ 恒常的に県庁内の改革を推進する体制及び仕組みを構築し、自ら変

革するという意識を県庁内に浸透・定着させ、自律型職員（自ら考え

行動する職員）の育成を目指します。 

 

(2) 業務の棚卸し（可視化）とＢＰＲ11 

【現状・課題等】 

○ 超過勤務の短縮等に向けて、業務の共有化や制度の見直し、ＲＰＡ

の導入等、業務改革の取組を進めてきましたが、超過勤務は高止まり

の状態が続いており、取組をより効果的なものとするため、現場の業

務等を詳細に把握・分析した上で、あるべきプロセスを制度・手法等

                                                      

11 ＢＰＲ：「Business Process Reengineering」の略で、業務プロセスの見直しのことで

す。 
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を含めて一から検討する必要があります。 

【取組内容】 

○ そのため、まずは職員を対象に業務の棚卸し（可視化）を行い、業

務一つ一つを把握し、課題の可視化と因果関係を整理します。その上

で、従来の仕事のやり方や制度を見直し、またこれまでの取組を設計

し直すなど、ＢＰＲの手法等により抜本的な見直しに取り組みます。 

○ また、業務の棚卸し（可視化）の結果から、真に行政サービスの向

上につながっているか、成果に比べて職員の業務量等が過重になって

いないか等を把握した上で、優先順位の低い業務等の見直し・廃止等

に向けて取組を進めます。 

○ 新規事業に着手する際は、それに見合った既存事業の廃止や効率化

を実施することを、管理職の職責として明確化することを検討しま

す。  

 

(3) 書面規制、押印、対面規制の見直し 

【現状・課題等】 

○ 新型感染症の拡大防止及び新たな生活様式の確立並びに行政サー

ビスの効率的・効果的な提供に向け、行政手続における書面規制、押

印、対面規制の見直しに、積極的に取り組む必要があります。 

○ そのため、まずは行政手続のオンライン化の大きな阻害要因である

押印の見直しに着手し、県の規定に基づき押印を求めている 4,388種

類のうち、約９割に当たる 3,934種類を廃止することとしました。 

【取組内容】 

○ 今後、契約等を含む残り 454種類の手続についても、代替手段の確

保や業務プロセスそのものの見直し等により、押印の見直しを進めま

す。 

〇 なお、契約手続のうち電子契約については、導入事例等の情報収集

等を開始するとともに、契約事務の運用や管理方法等について検討し

ます。 

○ また、書面規制及び対面規制の見直しについても、国が作成する予

定のマニュアル等を参考に、積極的に取り組みます。 
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２ 行政サービスの向上に向けた取組 

＜新しい価値＞ 

    県庁に行かなくても、自宅等から様々な手続ができるようになるほか、 

公金収納のキャッシュレス化などにより、県民の利便性向上が図られま 

す。 

 

(1) 行政手続のオンライン化 

【現状・課題等】 

○ 県民にとって利便性が高い行政サービスを実現するため、処理件

数が多く、利便性の向上や業務効率化の効果が高いと考えられる行

政手続を中心に、オンライン化を推進してきました。 

○ これまでに、図書館の図書貸出予約や地方税申告手続（ｅＬＴＡ

Ｘ）、入札等の手続をオンライン化しましたが、「デジタル・ガバメ

ント実行計画」において地方公共団体が優先的にオンライン化を推

進すべきとされている手続のうち、13の手続についてオンライン化

していません。 

○ 今後、行政手続の更なるオンライン化を推進するためには、オン

ライン化の障害となっている書面規制、押印、対面規制の見直しが

必要であるとともに、業務効率化の観点から、バックオフィスのデ

ジタル化を含めた業務プロセスの見直し（ＢＰＲ）を進めます。 

○ また、特に県民の利便性向上に資する手続については、マイナン

バーカードを用いた申請を可能にする必要があります。 

【取組内容】 

○ そのため、まずは、書面規制、押印、対面規制の見直しについ

て、徹底的に進めるとともに、庁内の決裁手続を電子データのまま

行えるよう、電子決裁の拡充や関係規定の見直しに向けて取組を進

めます。 

○ その上で、処理件数が多い手続や住民のライフイベントに際し多

数存在する手続をワンストップで行うために必要と考えられる手続

など、国が優先的にオンライン化を推進すべきとしている手続を中

心に、マイナポータルの活用も含め、オンライン化を推進します。 

 

(2) キャッシュレス決済の導入 

【現状・課題等】 

○ 納入通知書により県又は指定金融機関等の窓口において現金等で



 

14 

 

収納している公金について、県民の利便性の向上を図るため、県税の

収納などで、クレジットカードやスマートフォン決済アプリによるキ

ャッシュレス化を推進してきました。 

【取組内容】 

○ 公金収納のキャッシュレス化には、決済システムの導入費用や手数

料等の負担、県及び指定金融機関のシステムの改修等が必要であるこ

とから、費用対効果を踏まえつつ、キャッシュレスを導入する対象や

収納方法の拡大、利用期間の延長、システムの改修等について取組を

進めます。 

 

(3) オープンデータ12の充実 

【現状・課題等】 

〇 公共データが利用しやすい形でアクセスできるようにするオープ

ンデータの取組は、行政の高度化・効率化・透明性向上とともに、民

間における創意工夫をいかした多様なサービスの迅速かつ効率的な

提供や産業の創出、官民協働での諸課題の解決、社会全体の生産性向

上等に資するものとして推進してきました。 

○ 県では、災害復旧工事の進捗情報や新型感染症の関連情報など、令

和３（2021）年３月末時点で 126件のオープンデータを公開していま

す。 

【取組内容】 

○ オープンデータを様々な主体が容易に活用できるようにするため、

今後は「指定緊急避難場所一覧」等、国が策定する「推奨データセッ

ト」に対応していきます。 

〇 また、継続的に各部局が保有するデータの棚卸しを実施し、県ホー

ムページ等を通じて、県が管理しているデータの公開を引き続き推進

します。 

 

 

 

                                                      

12 オープンデータとは、データが、無料かつコンピュータが読み込める形態で、著作権の

制限等がなく利用できるようにすべきであるという考え方で、国や地方公共団体のデータ

だけではなく、民間のデータも含むものです。 
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３ 公務能率の向上に向けた取組 

＜新しい価値＞ 

業務の効率化が図られるとともに、職員の多様な働き方が可能になり 

ます。 

 

(1) ペーパーレス化の推進 

【現状・課題等】 

○  会議資料の準備に係る負担を軽減するため、令和２（2020）年９月

から、原則、部局長級の会議等はタブレット端末を利用したペーパー

レス会議により実施することとしました。 

○ 資料の印刷、Ａ３用紙のＺ折り、丁合い、配付、差替え等の手間が 

無くなるとともに、コピー用紙やトナーの使用が削減されたほか、職

員に対するペーパーレスの意識付けが期待されます。 

○ 多様な働き方の確保、新型感染症の拡大防止等を図る観点から、テ

レワーク13を円滑に実施できる執務環境が求められており、テレワー

ク時の不自由さを解消するため、紙文書を基本とする従来の仕事のや

り方を見直す必要があります。 

○ また、ＡＩ・ＲＰＡや行政手続のオンライン化による業務の効率化・

処理の迅速化を図るとともに、フリーアドレス14等のオフィス改革に

取り組むためにも、内部業務のペーパーレス化を進める必要がありま

す。 

【取組内容】 

○ そのため、電子化した文書の原本性の確保や公文書における押印ル

ールなど、ペーパーレス化を推進するために支障となっている要因を

洗い出し、関係規定の見直し等を含め、解消に向けて取組を進めます。 

○ また、業務上における電子データの扱いやその保存・整理方法等を

ルール化するとともに、電子データの十分な保存領域を確保するなど、

ソフトとハードの両面からペーパーレス化の推進に向けて取組を進

めます。 

 

                                                      

13 テレワーク：本県では、在宅勤務、サテライトオフィス及びモバイルワークを総称して

テレワークと言います。 

14 フリーアドレスとは、オフィスの中で固定席を持たずに、空いている席を自由に使用し

仕事をするワークスタイルのことです。 
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(2) 庶務業務改革  

【現状・課題等】 

○ 行財政運営の一層の効率化、県民サービスの向上を図るため、各所

属において共通的に処理されている庶務業務15について、平成 21（2009）

年度から庁内の情報通信環境や外部資源等を活用し、集中処理機関へ

の集約化等による業務改革を実現しました。 

○ 庶務業務効率化による人員削減目標を▲81人とし、本格稼働後２年

目（平成 23（2011）年度）には投資額を回収しました。 

    ・平成 23（2011）年度までの累計効果：808百万円（人件費削減） 

    ・平成 23（2011）年度までの累計費用：683 百万円（システム開発、

機器調達、保守・運用、集中

処理期間運営経費） 

○ 庶務業務改革を実施しなかった教育庁及び病院局等は、現在も紙ベ

ースの処理が基本となり、効率化が図られていません。 

【取組内容】 

○ そのため、教育庁、病院局等の庶務業務について、令和３（2021）

年度及び令和４（2022）年度に集中処理機関へ集約化するとともに、

業務の効率化に向け、庶務システムの対象範囲の更なる拡大を検討し

ます。 

 

(3) 電子決裁の拡充  

【現状・課題等】 

○ 庶務システムは、庶務業務の簡素化・効率化を図ることを目的に、

開発導入され、出退勤の管理や各種手当の届出・認定、及び旅行の命

令・旅費の支出等の処理をこのシステムにより行っています。庶務シ

ステムの導入前は、これらは紙処理が基本でしたが、現在は職員自ら

がパソコンから申請や届出等を入力し、権限のある者が電子上で承認

                                                      

15 庶務業務とは、次の業務区分に含まれる事務を言います。 

・服務関係業務：勤怠管理 

・給与関係業務：諸手当届出・認定、年末調整等 

・福利厚生関係業務：共済組合資格取得管理、児童手当等 

・旅費関係業務：旅行命令、旅費支給等 

・人事関係業務：飲食・ゴルフの届出 

・臨時職員関係業務：会計年度任用職員（パートタイム）の任用管理、報酬支払等 
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を行う形となっています。  

○ 文書管理システムは、文書事務の効率化・迅速化等を目的に開発導

入され、平成 18（2006）年 10 月の運用当初から電子決裁を導入しま

したが、サーバーの容量不足やシステム画面上での資料確認等が非効

率であったことから、導入後約１年で電子決裁の運用を休止しました。

令和３（2021）年６月に運用を開始した新システムでは、運用当初で

の電子決裁導入は見送りました。 

【取組内容】 

○ 電子決裁の導入に向けて、課題や運用方法等を検討するとともに、

グループウェア16（デスクネッツ）機能の有効活用による回覧や簡易決

裁等の運用等について取組を進めます。 

 

(4) 業務システムの連携・最適化 

【現状・課題等】 

○ 業務の省力化や正確性の向上を図るため、決算統計（決算額登録）

に係る財務会計システムと予算編成支援システムとのデータ連携に

ついて、検討しました。 

○ これまでは、財務会計システムから出力される決算帳票等を見なが

ら予算編成支援システムに決算額を手入力していましたが、令和３

（2021）年４月からは予算編成支援システムに財務会計システムとの

連携機能が追加され、業務の省力化と正確性の向上が図られました。 

○ 庁内の業務システムは主務課で機器を調達し構築していますが、デ

ジタル変革課が運用するサーバー仮想化基盤に統合することにより、

コスト縮減の可否を検証したものの、規模の大きな業務システムは既

に仮想化され個別最適化されているためコストメリットは期待でき

ない結論となりました。一方、サーバー1 台など小規模なシステムは

デジタル変革課の基盤に巻き取り、15 の業務システム 20 台のサーバ

ーを統合してきました。 

○ 情報システムの調達に先立ち、予算要求の前年度に情報システム構

想協議を行うことにより、他の計画との整合性、費用の妥当性、外部

情報及び現行業務の課題の分析、システム導入後の効果の目標値や達

成スケジュール、仕様書におけるセキュリティ対策要件の妥当性等を

                                                      

16 グループウェアとは、組織内のコンピューターネットワークを活用し、情報共有や業務

効率化を図るためのシステムソフトウェアです。 
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審査することにより、業務自体の適正化及びトータル・ライフサイク

ル・コスト17を十分に検討した上で、競争性や透明性を考慮し、質の高

い情報システムを効率的に調達できるよう努めてきました。 

【取組内容】 

○ 特に予算化する前の構想協議で計画内容を確認し、適切な機器構成、

セキュリティ対策に調整することにより過度な投資や脆弱な情報シ

ステム、無理なスケジュールを回避可能となることから、ガイドライ

ンを見直しながら継続します。 

○ 業務の効率化・省力化を図るため、各種情報システムの全容を具体

的に把握し、効率的な利用（既存サーバー仮想化基盤への統合、クラ

ウド移行等）や情報システム間のデータ連携について、引き続き取組

を進めます。 

 

(5) ＲＰＡの導入  

【現状・課題等】 

○ ＲＰＡは、業務の効率化や総実勤務時間の短縮などに有効な手法の

一つであるとされていることから、定例業務の効率化・省力化や超過

勤務時間の縮減を図るため、令和元（2019）年度から試行導入を始め

ました。 

○ 令和元（2019）年度は、税務や統計調査等５業務に試行導入し、そ

の効果は、作業時間 6,647 時間の削減（削減率▲83％）となりました。

また、令和２（2020）年度は、新たに 10業務に試行導入し、その効果

は全 15 業務で作業時間 8,631 時間の削減（削減率▲83.5％）となり

ました。 

○ 令和元（2019）年度からＲＰＡを試行的に導入し、庁内業務との適

合性や効果等が確認できたため、令和３（2021）年度から本格的に導

入します。なお、業務の更なる効率化や費用対効果、安全な保守の観

点から、業務の選定方法やＲＰＡの運用方法等について、見直しを検

討する必要があります。 

【取組内容】 

○ 導入業務は、業務棚卸しにより把握した「職員が実施しなければな

らない業務以外の業務」や「真に改善が必要な業務」等を中心に選定

                                                      

17 トータル・ライフサイクル・コストとは、計画から設計、施行、維持管理までのトータ

ルコストのことを言います。 
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を進めます。また、効果を最大化するため、導入業務のＢＰＲや制度

の見直し、ペーパーレス化も進めます。 

○ さらに、ランニングコストの縮減やＲＰＡの管理強化のため、デス

クトップ型のＲＰＡからサーバー型のＲＰＡへの切替え、また簡易な

ＲＰＡシナリオの構築・運用・保守等を担える人材の育成について取

組を進めます。 

 

(6) ＡＩの活用 

ア 議事録の作成支援 

【現状・課題等】 

○ 議事録作成業務の効率化・省力化を図るため、令和２（2020）年

１月から、議事録作成支援システムを全庁に導入しました。 

○ また、ＩＣレコーダーで録音した場合は雑音が入りやすく、議事

録作成支援システムの認識率が低くなるため、全庁導入に合わせて、

録音用のマイクセットを本庁及び各地方振興局に配付しました。 

○ 録音用マイクセットの利用によりシステムの認識率は９割を超え

ており、利用率の向上と導入効果の最大化に寄与しています。 

○ 令和２（2020）年４月１日から令和３（2021）年３月 31日までに

1,273 件の利用があり、約 1,187 時間の会議の音声が文字に変換さ

れました。 

○ セキュリティ確保のため、利用対象を公開会議及び非公開会議の

うち機密性３の情報資産18を扱わない会議に限っていますが、利用

対象の拡大が求められています。 

○ また、Ｗｅｂ会議における本システムの利用方法等について問合

せがあり、これらの対応を検討する必要があります。 

【取組内容】 

 ○ 利用対象の拡大に向けて取組を進めるとともに、開催機会が増え

ているＷｅｂ会議における利用方法等を全庁に周知するなど、業務

の更なる効率化に向けて取り組みます。 

 

 

 

 

                                                      

18 情報資産のうち、個人情報を含むもの又は秘密の取扱いを必要とするものを言います。 
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イ ＡＩチャットボット19の導入  

【現状・課題等】 

◯ 時期によって問い合わせ対応に追われ、業務に支障を来す部署が

あることから、回答に当たる職員の負担を軽減し、職員でなければ

できない業務に専念できる環境を整備するため、令和２（2020）年

度にデジタル技術を活用して比較的単純な問い合わせへの対応を自

動化するチャットボットを試行導入しました。 

【取組内容】 

◯ 令和２（2020）年度の試行結果を踏まえ、令和３（2021）年度か

ら２つの部署でチャットボットを導入するとともに、チャットボッ

トの県庁内他業務への適用に向けて取組を進めます。 

 

(7) ビジネス管理ツールの導入 

【現状・課題等】 

○ 職員同士のやりとりはメールが中心ですが、メールボックス容量を

圧迫する課題を解決するとともに、コミュニケーション方法の多様化

を図るため、令和２（2020）年６月からグループウェア更新に合わせ

て庁内で利用するビジネスチャットを導入しました。 

【取組内容】 

○ 外部（国や市町村、連携する民間事業者等）とのやりとりにもビジ

ネスチャットが利用できるように取組を進めます。 

○ また、スマートフォンアプリで緊急時や出張時にもチャットによる

コミュニケーションができるよう、ＢＹＯＤ20の導入に向けて取組を

進めます。 

 

４ 新型感染症への対策を踏まえ加速させる取組 

＜新しい価値＞ 

職員の多様な働き方が可能になるとともに、業務の効率化が図られま 

す。 

                                                      

19 ＡＩチャットボット：チャット（会話）をロボットが代行してくれるプログラムを指し

ます。会話情報をデータベースに蓄積させておき、ユーザーからの問い合わせに自動で返

答します。 

20 ＢＹＯＤ：「Bring Your Own Device」の略で、個人が所有しているスマートフォンやタ

ブレット、ノート PC といったデバイスを業務でも利用することを言います。 
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(1) Ｗｅｂ会議の拡充 

【現状・課題等】 

○ 庁内の職員同士については、自席のパソコンでのＷｅｂ会議が令和

２（2020）年６月のグループウェアの更新に伴い可能となりました。 

○ また、令和２（2020）年７月に県の各部局１台ずつ、市町村に２台

ずつインターネットＳＩＭを内蔵したタブレットを貸し出し、Ｚｏｏ

ｍを使用した全市町村が参加するＷｅｂ会議が開催可能となりまし

た。 

○ 移動に係るコストが削減可能で場所を選ばない等のメリットに加

え、新型感染症への感染防止を目的として利用する機会が格段に増え

たため、インターネットＷｅｂ会議を行う会議室や端末が不足してい

ます。 

○ 会議室に複数名集合した上で開催するＷｅｂ会議では出席者の顔

が見えづらいため、大型ディスプレイや広角カメラ、集音マイク等を

整備するとともに、職員一人一台端末（ＰＣ）からＷｅｂ会議を行え

るようにしました。 

【取組内容】 

〇 新型感染症への対策で使用頻度が高い保健福祉事務所などでＷｅ

ｂ会議が行えるようにタブレット端末を追加配備します。 

〇 本庁のＷｅｂ会議増加のため、インターネット回線を増設します。 

〇 各合同庁舎でＷｅｂ会議を行えるように、インターネット回線を整

備します。 

○ また、Ｗｅｂ会議専用の個人スペースの確保に向けて取組を進めま

す。 

 

(2) テレワークの推進 

【現状・課題等】 

○ 職員の働き方改革推進や出張時における移動時間の有効活用等を

目的として、令和２（2020）年２月から、テレワーク（在宅勤務、サ

テライトオフィス、モバイルワーク）の試行を開始しました。 

○ また、職員の新型感染症への感染防止を目的とした在宅勤務も導入

したことにより、県庁のテレワーク環境整備が加速しました。  

○ テレワークは、自宅のパソコン、サテライトオフィスに設置されて

いるパソコン、又は貸出用パソコンから執務室内の職員用パソコンを

遠隔操作する方式を採用しており、自宅又は貸出用パソコンにデータ
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が残らないという情報セキュリティ面でのメリットがあります。 

○ 一方で、職員用パソコンとは別にパソコンの調達が必要となること

や、在宅勤務においては、自宅にインターネット環境を整備するなど、

職員の個人負担が発生するというデメリットがあります。 

○ また、在宅勤務中、職場に外部の関係先から電話がかかってきた場

合、現状では直接会話をすることができないため、円滑なコミュニケ

ーションや迅速な対応に支障があるなどの課題があります。 

○ サテライトオフィスについては、県庁西庁舎、県郡山合同庁舎のみ

の設置であり、利用可能な職員が限定的な状況です。 

【取組内容】 

〇 テレワークを推進するために、ＢＰＲやペーパーレス化等の取組を

進めます。 

○ 試行の状況を踏まえながら、更なる働き方改革の推進のため、本格

導入に向けて、職員用パソコンをモバイル化し、それを用いたテレワ

ークの実施や、システム構成の変更を含め、運用方法の改善等を進め

ます。 

○ また、在宅勤務中における電話対応の課題を解決し、在宅勤務の推

進を図るため、職場にかかってきた電話を、在宅勤務中の職員の私用

携帯電話で受信できるようにするなど、最適な仕組の導入に向けて取

組を進めます。 

○ また、サテライトオフィスについては、職員の利便性向上を図るた

め、追加設置に向けて取組を進めます。 

 

５ １～４の取組を支える基盤整備 

＜新しい価値＞ 

ＩＴインフラ等の環境が整備され、業務の効率化が図られます。 

 

(1) インターネット閲覧時の利便性向上  

【現状・課題等】 

○ 職員の一人一台端末はＬＧＷＡＮ21系にあるため、インターネット

へのアクセスは仮想端末を利用し、また、インターネットからダウン

ロードしたファイルは無害化して取り込む必要があるなど、インター

                                                      

21 ＬＧＷＡＮ：総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）は地方公共団体を相互に接続する行

政専用のネットワークです。 
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ネット利用時に不便が生じています。 

【取組内容】 

○ こうした不便を解消し、職員の業務効率の向上を図るとともに年々

深刻化するサイバー攻撃対策やセキュリティレベルの維持を両立さ

せるため、現在のインターネット閲覧用仮想端末基盤が抱えている課

題を解消するソフトウェアの導入を目指します。 

 

(2) 庁内ネットワークの無線化  

【現状・課題等】 

○ 県庁内の端末はＬＡＮ22ケーブルでネットワークに接続しているた

め、基本的に自席でしか利用できず、執務室のレイアウトが変更とな

る場合は、その都度ＬＡＮ配線を変更するための工事が必要です。 

【取組内容】 

○ 無線ＬＡＮ23やＬＴＥ24等庁内ネットワークの無線化を図ることで、

ＬＡＮ配線変更工事が不要になる他、庁内のどの場所でもオンライン

になるため、端末を会議や打ち合わせ等に持ち寄り、ファイルサーバ

ー25やグループウェア上のファイルを閲覧、共有等することで、資料の

印刷が不要となるなど、メリットが多いことから、費用対効果を踏ま

えながら、最適な手法の導入に向けて取組を進めます。 

 

(3) 職員用パソコンのモバイル化 

   【現状・課題等】 

○ 在宅勤務やモバイルワーク用に貸出端末（ＰＣやタブレット）を整

備していますが、整備できる台数には限りがあるため、いつでも誰で

も在宅勤務に取り組めるようにするためには、自席のＰＣをそのまま

持ち帰ることができるように、軽量なモバイルＰＣの導入と紛失、盗

難等に備えた強固なセキュリティ対策が必須です。 

                                                      

22 ＬＡＮ：「Local Area Network」の略で、一定の限定されたエリアで接続できるネットワ

ークのことです。 

23 無線ＬＡＮ：無線通信を利用してデータの送受信を行うＬＡＮシステムのことです。 

24 ＬＴＥ：「Long Term Evolution」の略で、現在において主流の携帯電話用通信回線規格

です。 

25 ファイルサーバー：ネットワーク上でファイルを共有するために設置されるサーバーの

ことです。 
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【取組内容】 

○ コストやセキュリティ、業務効率性の観点を踏まえ、実現に向けて

取組を進めます。 

 

(4) ファイルサーバーのクラウド化  

【現状・課題等】 

○ 電子データを保存するファイルサーバーは、現在、各所属が個別に

調達・管理していますが、定期的な更新とそれに伴うデータ移行及び

バックアップの設定等が必要となるため、各所属に大きな負担が生じ

ています。 

○ また、職員用パソコンを用いてテレワーク等を実施するためには、

電子データを保存するファイルサーバーを１つに統合する必要があ

ります。 

【取組内容】 

○ そのため、ファイルサーバーの統合に向けて取組を進めるとともに、

統合に当たっては拡張性、大規模災害時のＢＣＰ（事業継続計画）及

び運用管理の観点を踏まえ、クラウドストレージサービス26の活用に

ついても取組を進めます。 

 

(5) オフィス改革  

【現状・課題等】 

○ 県庁のオフィスは、課ごと、係ごとに職員の机が密集しており、自

分のデスク周辺でのコミュニケーションが中心で、コミュニケーショ

ンが固定化しがちな環境にあります。 

○ 会議や打合せ用のスペースが限られ、リラックスし、集中して作業

ができるスペースが少ない現状にあります。 

【取組内容】 

○ これらの課題の解決を図るため、各所属のミッションに合った業務

の進め方を検討し、ＡＢＷ27の考え方に基づき、業務の性質ごとに適し

た空間を活用できるオフィス（フリーアドレスの導入やＷｅｂ会議専

                                                      

26 様々なファイルデータをクラウド上に保存できるデータ保管庫サービスのことを言いま

す。 

27 ＡＢＷ:「Activity Based Working」の略で、従業員が業務内容に合わせて好きな場所で

働けるワークスタイルのことです。 
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用スペースの設置等）の構築を目指します。なお、書架の高さやレイ

アウト等には、地震による転倒防止など危機管理の視点も加えます。 

○ オフィス改革の前提として、「ペーパーレス化」、「庁内無線ＬＡＮ

の整備」、「職員用パソコンのモバイル化」を進めます。 

 

(6) 職員の育成と情報リテラシー28の向上 

【現状・課題等】 

○ 行政のデジタル変革（ＤＸ）を推進するためには、全ての職員に、

デジタル技術やデータを上手に活用できる能力（知識、技術及び心構

え）が一定程度必要です。 

○ また、個人情報を取り扱う職員や業務上システムの操作・運用スキ

ルが求められる職員等については、従事する業務に応じ必要となる、

より高度なデジタル技術やデータを活用できる能力も身につける必

要があります。 

 【取組内容】 

○ 民間企業への派遣研修などの様々な手法の検討を行い、職員の人材

育成と情報リテラシーの向上に向けて取組を進めます。 

                                                      

28 情報リテラシーとは、情報を十分に使いこなせる能力のことを言います。 
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◆ 行政のデジタル変革（ＤＸ）のロードマップ 

 

 

 

取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

1(1)
職員の意識改革と行
動変容

職員の意識改革

業務の棚卸しによる課題の可視化

業務プロセスの見直しや優先順位の低い
業務等の見直し・廃止

押印の見直し

書面規制の見直し

対面規制の見直し

優先的にオンライン化を進めるべき手続
(デジタル・ガバメント実行計画
(R2.12.25閣議決定)別紙4の手続)

上記以外の手続

キャッシュレス決済の導入拡大

県税収納の利便性向上

2(3) オープンデータの充実 オープンデータの公開

3(1) ペーパーレス化の推進 ペーパーレス化の推進

3(2) 庶務業務改革 庶務システムの対象拡大

項目

1(2)

1(3)

2(1)

2(2)

業務の棚卸し（可視
化）とＢＰＲ

書面規制、押印、
対面規制の見直し

キャッシュレス決済
の導入

行政手続のオンライ
ン化

意識改革の在り方

の検討

課題整理

見直し等の推進

押印廃止に向けた

課題整理、代替手

段の検討、業務プ

ロセスの見直し

業務棚卸しによる

見直し（電子化）

可能業務の把握

押印の見直しに伴

う、申請手続き等

オンライン化に向

けた状況把握

関係府省ガイド

ラインの確認
オンライン対応に向けた環境整備 運用開始・継続

現状把握、導入

手続・手法の検討

導入に向けたシステム

改修等の環境整備
運用開始・継続

公開可能なデータの庁内棚卸し、追加等整理

オープンデータの公開推進

病院局、教育庁

（給与機能以外）

への庶務システム

導入（Ｒ４．１

～）

収納期間、対象税目の拡大検討

実施に向けた

ルール策定等の

環境整備

各階層への継続的な職員研修等の実施

教育庁（給与機

能）への庶務シス

テム導入（Ｒ５．

１～）

運用継続

取組推進・効果検証課題整理

オンライン対応に向けた環境整備 運用開始・継続

対応方針整理・

見直し着手
見直しの推進

対応方針整理・

見直し着手
見直しの推進

見直しの推進

電子契約に関する情報収集・課題整理 実証開始
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取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

電子決裁の導入

既存機能の活用による簡易決裁等の実施

3(4)
業務システムの連
携・最適化

業務システムの最適化

ＲＰＡの導入

効果的・効率的な管理体制の確立

ＲＰＡ活用人材の育成

対象所属の拡大

対象会議(Ｗｅｂ会議を含む)の拡大

3(6)
イ

ＡＩチャットボット
の導入

ＡＩチャットボットの導入

3(7)
ビジネス管理ツール
の導入

ビジネスチャットツールの導入

職員ＰＣからのＷｅｂ会議の実施

タブレット端末の追加

インターネット回線の整備

Ｗｅｂ会議専用の個人スペースの整備

3(3) 電子決裁の拡充

3(5)

3(6)
ア

4(1)

ＡＩの活用
　議事録の作成支援

ＲＰＡの導入

Ｗｅｂ会議の拡充

項目

既存サーバー仮想化基盤への統合推進

業務システムの効率化（クラウド移行等）・データ連係の在り方検討

人材育成の在り方の

検討

運用開始・継続

業務の棚卸しの結果を踏まえた業務選定の実施、導入業務の拡大

サーバー型ライ

センスへの切替

（Ｒ３．１０～）

職員研修等の実施

利用の拡大に向けた取組推進

利用方法の検討

２業務で運用開始・継続

環境整備に向けた検討

課題整理・方針検討 試行導入

回線整備

業務システムの棚卸調査の検討・実施

庁内展開の検討

課題整理・方針検討

課題整理・方針検討 早期導入に向けた取組の推進

利用拡大

導入拡大

試行導入 一部導入

運用開始・継続

追加整備 必要に応じた追加配備の検討

環境整備 運用開始・継続

ＲＰＡシナリオ管理用ソフトウェアの導入検討

運用開始・継続
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※ロードマップは、事業の進捗状況等を踏まえ、変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組内容 R3 R4 R5 R6 R7

在宅勤務の導入

サテライトオフィスの導入

モバイルワークの導入

5(1)
インターネット閲覧
時の利便性向上

仮想端末基盤の利便性向上

5(2)
庁内ネットワークの
無線化

庁内ネットワークの無線化

5(3)
職員用パソコンのモ
バイルＰＣ化

モバイルＰＣの導入

5(4)
ファイルサーバーの
クラウド化

ファイルサーバーの統合

5(5) オフィス改革 オフィス改革

5(6)
職員の育成と情報リ
テラシーの向上

情報リテラシーの向上

4(2) テレワークの推進

項目

試行導入の状況を検証し、本格導入の時期検討

在宅勤務用ソフトウェアの導入・運用継続

在宅勤務中の通話方法に関する情報収集・

導入検討

次期仮想端末

ソフトウェア

の導入

ファイルサーバー

統合

モデルオフィスの導入

職員に求められる

能力や育成の在り方

の検討

次期仮想端末ソフト

ウェアの検討

職員ＰＣの更新に合わせた

モバイル化の検討

課題整理・方針検討

試行導入 導入拡大

運用開始・継続

運用開始・継続
庁内無線LAN

本格整備
運用開始・継続

職員ＰＣの更新に合わせた

モバイルＰＣの導入

課題整理・方針検討 統合の推進

デジタル技術・データ活用能力の向上に向けた継続的な職員研修等の実施

前提となる環境整備

試行導入の状況を検証し、本格導入の時期検討

庁内無線LAN

実証環境整備
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第４－１ 市町村支援・連携 

行政のデジタル変革（ＤＸ）は、県庁だけでなく、国や市町村との連携・協

働により進めていく必要があり、特に直接住民と接する業務が多い市町村にお

いては、地域の実情や特性を踏まえたデジタル変革（ＤＸ）の推進が求められ

ています。 

自治体の情報システムの標準化・共通化や行政手続のオンライン化等、市町

村におけるデジタル変革（ＤＸ）の取組を効果的に実行していくためには、国

が示した「自治体ＤＸ推進計画」等に基づき、市町村自らもデジタル変革（Ｄ

Ｘ）を推進していく必要があることから、県は、市町村の実情に応じた支援や

市町村との連携・協働等を行い、行政全体としてのデジタル変革（ＤＸ）を推

進します。 

 

１ 市町村に求められるデジタル変革（ＤＸ）に係る支援等 

(1) 職員の意識改革 

〇 市町村においてデジタル変革（ＤＸ）を推進する場合も、県と同様に、

職員一人一人の意識改革と行動変容が不可欠です。そのため、職員の意

識改革等のための県の取組を市町村へ情報提供するとともに、研修会を

開催するなど市町村による職員の意識改革等のための取組を促進しま

す。 

 

(2) デジタル人材の確保・育成 

〇 市町村のデジタル変革（ＤＸ）を推進するためには、ＩｏＴやＡＩ、

ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、地域の行政サービスの向

上や地域課題の解決を図ることができるデジタル人材を確保する必要

がありますが、外部からデジタル人材を任用している市町村はほとんど

ありません。 

〇 そのため、県は、市町村のデジタル人材に係るニーズの把握・調整等

を行うとともに、総務省及びデジタル庁と連携し、今後国が構築予定の

デジタル人材の任用に係る支援の仕組みを活用し、複数市町村での兼務

等を含む、デジタル人材の任用等を支援します。 

〇 また、市町村の情報化職員の確保・育成も課題となっていることから、

研修等を開催し、内部人材の育成を支援します。 

 

(3) 自治体情報システムの標準化・共通化 

 〇 「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」により、基幹系
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業務に係る情報システムについては、国が定める標準仕様に準拠したシ

ステムへ移行する必要があります。 

〇 その上で、国は、自らが整備するクラウド環境である「ガバメントク

ラウド29」上で、それらの情報システムを利用する形態へ、令和 7（2025）

年度末までに移行することを目指しています。 

〇 そのため、国の動向を見据えながら、市町村の実情を踏まえた業務シ

ステムの標準化・共通化及び「ガバメントクラウド」への円滑な移行に

必要な支援を行います。 

 

(4) マイナンバーカードの普及促進 

〇 県は、マイナンバーカードの普及拡大が、行政手続のオンライン化等、

社会全体のデジタル化の基盤となることを踏まえ、国と連携しながら、

マイナンバーカードの普及拡大に取り組む市町村を支援します。 

 

(5) 行政手続のオンライン化 

○ 市町村では、これまでも住民にとって利便性が高い行政サービスを実

現するため、処理件数が多く、利便性の向上や業務効率化の効果が高い

と考えられる行政手続を中心に、オンライン化を推進してきました。 

○ 国では、令和４（2022）年度末までに、全ての市町村において、特に

国民の利便性向上に資する手続を対象として、マイナポータルからマイ

ナンバーカードを用いてオンライン手続を可能にすることを積極的・集

中的に推進することとしています。 

〇 こうした国の動きも踏まえ、県は、専門家の派遣による人的支援等に

より、市町村における行政手続のオンライン化を加速させるとともに、

引き続き、希望する市町村と共同で電子申請システムを運用し、行政手

続のオンライン化を支援します。 

 

(6) ＡＩ・ＲＰＡ等の利用推進・共同導入 

〇 情報システムの標準化・共通化を単なるシステム更改にとどめること

なく、行政手続のオンライン化を前提とした業務プロセスの見直しや、

ＡＩ・ＲＰＡ活用を通じ、住民サービスの向上や職員負担の軽減を図る

                                                      

29 「ガバメントクラウド（Gov-Cloud）」とは、政府の情報システムについて、共通的な

基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境であり、早期に整備し、運用を

開始することとしています。 
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ため、県は、専門家の派遣による人的支援やシステム導入補助等により、

市町村のＡＩ・ＲＰＡ等の利用を支援します。 

〇 また、ＡＩ・ＲＰＡ等のデジタル技術の導入に当たっては、データの

集積による機能の向上や導入費用の負担軽減の観点から、共同導入・共

同利用の推進が有効であることから、そうした仕組みの構築について検

討します。 

 

(7) テレワークの推進 

 〇 テレワークは、デジタル技術を活用して時間や場所を有効に活用でき

る柔軟な働き方を可能とするとともに、今般の新型感染症対策において

は、感染拡大の防止や行政機能の維持のための有効な手段となっていま

す。 

 〇 そのため、専門家の派遣による人的支援やシステム導入補助等を通じ

て、市町村のテレワーク導入を支援します。 

 

(8) セキュリティ対策の徹底 

〇 平成 29（2017）年から福島県及び県内市町村等が共同で運用している

「福島県自治体情報セキュリティクラウド」については、令和４（2022）

年度から、東北及び新潟県の７県が共同で、高いセキュリティレベルを

満たす民間のクラウドサービスを導入する予定であり、これらの活用を

含め、県と共同で市町村のセキュリティ対策を徹底します。 

 

(9) ＢＰＲ（書面規制、押印、対面規制の見直し） 

○ 行政手続のオンライン化を推進するとともに、更なる住民サービスの

向上や職員負担の軽減につなげていくためには、バックオフィスのデジ

タル化を含めた業務プロセスの見直し（ＢＰＲ）（オンライン化の障害

となる書面規制、押印、対面規制の見直しを含む。）を検討する必要があ

ります。 

〇 そのため、県庁での見直し方法の情報提供や研修による啓発等を通じ

て、市町村のＢＰＲを支援します。 

 

(10) オープンデータの推進 

○ 市町村のオープンデータ推進については、国の目標である「令和２

（2020）年度までに取組率 100％」を達成するため、「ＩＣＴ専門家」を

派遣し、データ選定・作成や公開方法の検討などを支援する事業を展開
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してきましたが、一部の市町村において、人材不足の問題やオープンデ

ータに取り組んでも需要が見込めないとの認識があり、取組が進んでい

ないことから、引き続き、専門家の派遣による人的支援や利活用事例の

周知等を通じて市町村オープンデータの充実を図ります。 

 

２ 先進的な取組の推進と横展開のための支援等 

(1) 各市町村の実情と地域の特性に応じた支援等 

○ 県内の市町村においては、ＡＩやＲＰＡ等デジタル技術を活用した先

進的な取組を行う自治体が増えてきており、全国的にもモデルとなるよ

うな取組を支援しつつ、こうした先進的な取組の成果を県内の市町村に

共有するなど、横展開に向けた支援を行います。 

〇 特に、会津地域においては、県と 13 市町村がデジタル変革（ＤＸ）の

取組を行っているところであり、他の市町村の先進事例となるよう、ま

た、他の市町村が自治体ＤＸに取り組む際にも必要な支援を行います。  

さらに、ＩＣＴの専門大学である会津大学や情報関連産業との産学官連

携をより一層推進することで、デジタル変革（ＤＸ）、スマートシティ等

に向けた取組30を支援し、新しい技術の創出による地域活性化を図りま

す。 

〇 また、避難地域 12 市町村は、復興の途上で、解決すべき課題も多い

一方で、福島イノベーション・コースト構想との相乗効果も期待できる

ことから、こうした地域への横展開にも力を入れます。 

○ さらに、データ・サービス連携の基盤となる都市ＯＳの開発・実装や

５Ｇ、ＩｏＴ等の情報インフラ、サテライトオフィス等の整備、産学官

の先端的研究開発等、ハード・ソフト両面で必要な支援について検討し

ます。 

 

(2) 市町村間での業務プロセスの標準化、相互互換性のあるシステムの導

入等 

〇 市町村の業務システムの標準化・共通化及び「ガバメントクラウド」

への移行のみならず、住民目線で必要な、市町村間の業務プロセス・シ

ステム連携を実施した全県的なデジタル変革（ＤＸ）が求められていま

す。 

                                                      

30 会津若松市では、教育・医療分野などで、住民の情報について、同意を得た上で地域全

体の住民サービスへ活用する先進的な取組が進んでいます。 
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〇 スケールメリットによるコスト低減及び県民の利便性向上を図るた

め、国の動向を見据えながら、市町村間で業務プロセスの標準化や相互

に互換性のあるシステムの導入を推進します。 

 

(3) 地方振興局の所管区域等を踏まえた生活圏単位でのデジタル変革（Ｄ

Ｘ）推進 

〇 県民は市町村域をまたいで仕事や買い物などの日々の生活を過ごし

ていることから、デジタルで提供される行政サービスについても、そう

した生活実態に合わせて提供することが県民の利便性向上につながる

と考えられます。 

〇 そのため、生活範囲（リアル）とデジタルサービス提供範囲（デジタ

ル）をできるだけ合致させる「デジタルツイン」の概念の下、生活圏固

有のニーズやスマートシティなどの取り組みに対応するため、地方振興

局の所管区域等を踏まえた生活圏の単位で、都市ＯＳの導入やデジタル

サービスを実装する形での地域のデジタル変革（ＤＸ）推進を目指しま

す。 

 

(4) 福島発の行政のデジタル変革（ＤＸ）モデルの構築 

〇 行政手続のオンライン化や「ガバメントクラウド」への移行が、国主

導でダイナミックに進められている中で、県には、情報を収集し、最適

かつ最先端のモデルを地域一体となって構築することが求められてい

ます。 

〇 そのため、積極的に福島発の現場の意見を発信し、国とも連携を密に

しながら、国、県及び市町村が一体となった、マイナンバーやマイナン

バーカード及び「ガバメントクラウド」利活用型の行政のデジタル変革

（ＤＸ）モデルを構築し、新たな日本の行政のデジタル変革（ＤＸ）モ

デルのさきがけとなることを目指します。 
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第５ 地域のデジタル変革（ＤＸ） 

次の取組により地域のデジタル変革（ＤＸ）を推進し、サービスの創出・

向上や企業、農業者等の経営の効率化、競争力の強化等、新しい価値の創出

を図ります。 

 

１ 震災からの復興・再生  

(1) 避難地域 12 市町村に係るデジタル情報発信の推進 

【取組内容】 

〇 避難地域 12 市町村において移住者の増加を図るため、Ｗｅｂ媒体 

の積極的な利用やデータ分析に基づく効果的なデジタル広報を活用

し、移住者が求める情報を効果的に伝える戦略的な情報発信を行いま

す。 

【新しい価値】 

〇 避難地域 12 市町村へ全国から新たな活力を呼び込むことができま

す。 

  

(2) 浜通り地域等 15市町村におけるイノベーション創出支援 

【取組内容】 

〇 福島イノベーション・コースト構想の実現に向けて、産業・金融・ 

行政等からなる推進体制（プラットフォーム）を構築することにより、

浜通り地域等 15市町村における起業・創業にチャレンジする企業・個

人に対し、専門家による伴走支援、資金助成、事業サポーターによる

支援を行い、ビジネスアイデアの磨き上げから事業化までを強力に支

援します。 

【新しい価値】 

〇 浜通り地域等におけるイノベーションを創出し、新たな産業基盤を

構築することができます。 

 

(3) 福島イノベーション・コースト構想に基づく農業先端技術の展開 

【取組内容】 

〇 福島イノベーション・コースト構想に基づき、浜通り地域等におけ

る農林水産業において、最新のデジタル技術を活用した大規模水田営

農や畑作物・施設野菜の省力栽培技術の開発・実証、農業用水路の堀

上作業の自動化による軽労化技術や土壌の肥沃度のバラツキの見え

る化と可変施肥による除染後農地の地力回復技術等の開発を行い、成
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果の県内全域への波及を目指します。 

【新しい価値】 

〇 避難地域の水稲大規模栽培の推進と担い手不足を解消することが 

できます。 

 

２ 地方創生・関係人口の創出 

(1) テレワークによる関係人口・交流人口の拡大 

【取組内容】 

〇 移住促進及び関係人口・交流人口の創出につなげるため、県内テレ

ワーク受入環境の充実を図り、テレワークを活用したワーケーション
31体験への支援等を実施します。 

【新しい価値】 

〇 ワーケーションを行うための最適な環境を整備し、地域に人を呼び

込む新たなきっかけや地域づくりに参加する意志のある人を生み出

すことができます。 

 

(2) リモートワーク等を活用した副業人材による地域課題の解決 

【取組内容】 

〇 リモートワーク等によるビジネス交流を通じ、県内事業者と都市部

の 副業（複業）人材等による地域課題解決のための取組を推進しま

す。 

【新しい価値】 

〇 場所を問わず、事業者等が必要とする人材と交流し、課題解決に取 

り組むことができます。 

 

(3) デジタル技術を活用した地域おこしの推進 

【取組内容】 

〇 デジタル技術の活用により条件不利地域の地域課題解決を図る地 

域おこし協力隊の取組を推進します。 

【新しい価値】 

〇 より効果的・効率的に地域課題の解決を図ることができます。 

 

                                                      

31 ワーケーション：ワーク（仕事）とバケーション（休暇）を組み合わせた造語です。 
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 (4) 戦略的なデジタル広報の推進 

【取組内容】 

〇 県内外への情報発信について、Ｗｅｂ媒体の積極的な利用やデータ 

分析に基づく効果的なデジタル広報を活用し、ふくしまの「今」や観

光・県産品の魅力などを効果的に伝える戦略的な広報を推進します。 

【新しい価値】 

〇 本県の情報を、必要な人に必要なタイミングで効果的・効率的に届

けることができます。 

 

(5) デジタル技術を活用した観光の推進 

【取組内容】 

〇 県内外への情報発信について、Ｗｅｂ媒体の積極的な利用やデータ 

分析に基づく効果的なデジタルプロモーションの強化を図り、ユーザ

傾向分析等による戦略的な情報発信手法を確立する。 

【新しい価値】 

〇 本県の情報を、必要な人に必要なタイミングで効果的・効率的に届

けることができます。 

 

３ 教育・人材育成 

(1) 教育 

ア 情報モラル教育の推進 

【取組内容】 

〇 情報モラルについて、各情報モラル教育研究校が専門家からの助

言等をいただきながら、実践教育を進めていきます。 

〇 また、各研究校が取り組んだ実践事例を県全体に周知するととも

に、各学校が指導資料を活用しながら、子どもたちの健全な情報活

用能力の育成を図るなど、情報モラル教育を推進していきます。 

【新しい価値】 

〇 情報社会を健全に生き抜く上で、情報のメリット・デメリットに

ついて理解し、万が一トラブルに巻き込まれた際の対処方法などを

身に付けることで、SNS 等のトラブルや犯罪に巻き込まれない自律

した児童生徒を育成することができます。 
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イ 小学校及び中学校におけるデジタル技術を有効に活用した授業の

実践 

【取組内容】 

〇 県内の実践協力校において、汎用性のあるアプリケーションを用  

いて、デジタル技術を有効に活用した授業実践を行いながら、実践

事例を積み重ねていきます。 

〇 積み重ねた事例を県全体に周知することにより、教員の「ＩＣＴ

活用指導力」の向上を図ります。 

【新しい価値】 

〇 子どもたちが、変化の激しい時代にも対応できる力を身に付ける

ことができます。 

 

ウ 県立高等学校における一人一台端末環境の実現 

【取組内容】 

〇 これまでの教育実践と最先端のデジタル技術の最適化を図り、教

員・生徒の力を最大限に引き出すことで教育の質の向上につなげて

いきます。 

 〇 高等学校においては、一人一台端末を利用し、教員・生徒の力を

最大限に引き出すことで教育の質の向上につなげていきます。 

〇 一人一台端末を利用し、デジタルコンテンツの有効活用や教員同

士で優れた教材を開発・共有するなどして、生徒一人一人に最適化

された「ＩＣＴ教育」の実現を目指します。 

〇 また、これらの取組を実現するための基盤となる学校のＩＣＴ環

境整備を促進するとともに、指定モデル校での研究実践や、研修等

による教員の「ＩＣＴ活用指導力」等の向上を図ります。 

【新しい価値】 

 〇 生徒一人一人の特性や興味関心、視点をいかした「個別最適化さ

れた学び」、一人一人の違い、多様性をいかした「協働的な学び」、

新たな価値を創造する「探究的な学び」を実現することができます。 

 

エ 特別支援学校におけるデジタル技術の効果的な活用 

【取組内容】 

〇 これまでの教育実践と最先端のデジタル技術の最適化を図り、教

員・児童生徒の力を最大限に引き出すことで教育の質の向上につな

げていきます。 
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〇 特別支援学校においては、障がいに応じてデジタル技術を効果的

に活用することで、児童生徒自ら情報を収集・整理し、主体的な学

習ができるようにします。 

〇 また、これらの取組を実現するための基盤となる学校のＩＣＴ環

境を整備します。 

【新しい価値】 

〇 実体験とは違う方法での体験活動を行うことにより、障がいを持

った児童生徒に新しい世界を感じてもらうことができます。 

 

オ 小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における統合型校務支

援システムの活用 

【取組内容】 

〇 統合型校務支援システムにより、児童生徒の情報等を一元管理す

ることで、生徒一人一人に応じたきめ細かな指導や、教員の校務負

担軽減等を図ります。 

【新しい価値】 

〇 教員の業務が軽減され、生徒と向き合う時間が確保されます。 

 

(2) 人材育成 

ア 会津大学と連携したデジタル人材育成 

【取組内容】 

〇 「ＩＣＴの専門大学」である会津大学と連携し、ＡＩ、ＩｏＴな

どのデジタル化を担う人材の育成を推進します。 

【新しい価値】 

〇 地域に根ざし、新たな価値を創造する人材を育成することができ

ます。 

〇 デジタル人材が増えることで県内のデジタル変革（ＤＸ）を推進

することができます。 

 

イ テクノアカデミーを中心としたデジタル人材育成 

【取組内容】 

(ｱ) テクノアカデミーにおいて、ロボット制御や３ＤＣＡＤ32設計 

                                                      

32 ３ＤＣＡＤ：コンピュータを用いて 3 次元モデルを作成し設計することができる設計支

援ツールのことです。 
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技術など、企業のデジタル化に対応できる人材を育成します。 

(ｲ) テクノアカデミーにおいて、本県の観光商品の価値を高めるよ

うなＷｅｂページや動画制作等の実践的な教育訓練を行い、観光

業のデジタル化に対応できる人材を育成します。 

【新しい価値】 

(ｱ) 企業引いては県全体のデジタル人材の底上げを図ることで、デ

ジタル変革（ＤＸ）の裾野を広げることができます。 

(ｲ) 観光業のデジタル化に対応できる人材を育成し、県内の観光資   

源の適切なＰＲを図り、観光関連事業者の経営強化につなげるこ

とができます。 

 

ウ 農業短期大学校等を中心としたスマート農業人材の育成 

【取組内容】 

〇 スマート農業の普及拡大を図るため、福島県農業短期大学校にお 

いて、農業者や就農希望者を対象に、スマート農業に係る研修の充

実を図るなど、スマート農業を行う農業者の育成に取り組むととも

に、普及指導員や営農指導員などをスマート農業の指導者として育

成を進めます。 

〇 また、県内の大学、農業高校等の学生、生徒を対象として、農業

短期大学校や現地実証等でスマート農業研修を実施するなど、人材

育成を図ります 。 

【新しい価値】 

〇 スマート農業の土壌を拡げ、経営の効率化と担い手の確保を図る。 

 

エ 小学校、中学校及び高等学校における情報活用能力の育成 

【取組内容】 

〇 各学校において、一人一台端末環境を整備し、これらを適切に活

用した学習活動の充実を図り、児童生徒の情報活用能力の育成を図

ります。 

〇 また、「多様な子どもたちを誰一人取り残すことのない公正に個

別最適化された学びや創造性を育む学び」を実現し、Society 5.0 と

いう新たな時代に対応できる人材を育成します。 

【新しい価値】 

〇 デジタル社会に適応した情報活用能力を持った人材を輩出するこ

とができます。 
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４ 産業振興 

(1) 商工業 

ア 会津大学等と連携した事業者のデジタル変革（ＤＸ）推進支援 

【取組内容】 

〇 県内企業が会津大学等と連携して行う生産工程改善や新たな技術

の導入などの「ＩＣＴ利活用」に関する活動を支援することにより、

先進的ビジネスモデルの創出及び事業者の デジタル変革（ＤＸ）の

推進を支援します。 

【新しい価値】 

〇 会津大学等と県内企業の連携により、新しい技術開発や技術力の

向上が図られ、企業の競争力強化を実現することができます。 

 

イ 中小企業、小規模事業者のデジタル化支援 

【取組内容】 

(ｱ) 小規模事業者等の持続的発展に向けた、デジタル技術の活用も含

めた創意工夫ある取組（円滑な事業承継や新型感染症への対応、販

路開拓、生産性の向上、商店街機能の維持・高度化など）に対し、

商工会と連携して支援を行います。 

(ｲ) 中小企業に対して、産業支援機関等と連携した専門家派遣による

技術力向上や生産活動の改善等を通じ、県内企業のデジタル変革

（ＤＸ）や次世代技術等への対応力を強化します。 

【新しい価値】 

(ｱ) デジタル化を手段とし、従来の業務スタイルからの脱却や新たな

事業を確立するなど、小規模事業者の企業競争力の維持・強化を図

ることができます。 

(ｲ) 新製品・新技術・新サービスの開発等、新しいビジネスモデルを

創出する環境を構築し、企業競争力の維持・強化を図ることができ

ます。 

 

ウ ハイテクプラザを中心とした企業のデジタル変革（ＤＸ）支援 

【取組内容】 

〇 ハイテクプラザでは、人とロボットが協働して作業を行う場合の

効果検証やＡＩを製造現場へ導入するための技術開発サポートなど、

ものづくり企業に対し、ロボットやＡＩ、ＩｏＴの活用を支援し、

企業のデジタル変革（ＤＸ）に結びつけます。 
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【新しい価値】  

〇 ものづくり企業のＡＩ・ＩｏＴの活用が促進されることにより、

生産性向上や新製品開発につながり、企業競争力の維持・強化を図

ることができます。 

 

エ ＥＣサイトの立ち上げによる販路拡大支援 

【取組内容】 

〇 県産品の更なる販売促進を図るため、ＥＣ33サイトの運営及び新

規開設のための専門家派遣、顧客情報等のデータ分析などにより、

県内事業者のＥＣ対応を支援します。 

【新しい価値】 

〇 新型感染症の影響により、経営が困難となった事業者等の企業競

争力の維持・強化を図ることができます。 

 

(2)  農林水産業 

ア スマート農業の推進 

【取組内容】 

(ｱ) 農業においては、自動走行トラクター、園芸作物の自動灌水シ

ステムや環境制御システム、ドローンの導入促進、新技術の普及

に向けた現地実証など、最新のデジタル技術（ＡＩ、ＩｏＴ等）

を活用したスマート農業を推進し、深刻な担い手及び労働力不足

の解消や、農業の大規模化、効率化、高収益化等の実現を目指し

ます。 

(ｲ) 畜産においては、「福島牛」のブランド力強化のため、本県が

開発した国内初のＡＩ肉質評価システムを整備し、肉質の可視化

を図ることにより、高品質な「福島牛」の安定生産を目指します。 

【新しい価値】 

(ｱ) 経験の少ない方でも取り組みやすい農業、高収量・高品質な作

物生産、省力化・効率化による農業経営規模の拡大を実現するこ

とができます。 

(ｲ) 福島牛について全国的に優位な産地形成を図ることができます。 

 

                                                      

33 ＥＣ：「Electronic Commerce」の略で、電子商取引（インターネット上でモノやサービ

スを売買する）と訳されます。 
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イ スマート林業の推進 

【取組内容】 

〇 林業においては、森林の地形や資源量を航空レーザ計測によりデ

ジタル化を図るなど、３Ｄスキャナ搭載ドローンと深層学習34を活

用し、森林資源情報等を効果的に把握するシステムの開発を進めま

す。 

〇 また、避難指示区域を含む森林の情報の高度化・共有化に取り組 

むとともに、更なる先端技術の活用により、安全かつ効率的な施業

の実施や木材の安定供給、低コスト化を実現するスマート林業を推

進します。 

【新しい価値】 

〇 森林資源量の把握や高線量エリアにおける森林再生を効率的に実

施し、効率的な林業生産、資源管理を実現することができます。 

〇 労働環境の改善を行うことにより、担い手確保や林業経営の強化  

を図ることができます。 

 

ウ スマート水産業の推進 

【取組内容】 

〇 水産業においては、デジタル技術を用いた新たな水産業を展開し 

ていくため、漁場環境、操業情報、漁獲物の品質情報や、市況情報

等を収集・配信する操業支援システムの構築などに取り組み、「ふ

くしま型漁業」の実現を目指します。 

【新しい価値】 

〇 漁場環境、操業、漁業資源等に関する情報を網羅したシステムを

構築し、効率的な漁業生産、資源管理を実現することができます。 

〇 労働環境の改善を行うことにより、担い手確保や漁業経営の強化  

を図ることができます。 

 

(3) 公共工事等 

ア デジタル技術を活用した工事の推進 

【取組内容】 

〇 工事段階における「ＩＣＴ建設機械」による施工や３次元起工測

                                                      

34 深層学習は音声の認識や画像の特定、識別、予測など、人間が行う作業をコンピュータ

ーに学習させる機械学習の手法の一つです。 
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量、３次元出来型管理などのデジタル技術を活用した工事の対象工

種を拡大し、建設現場の生産性向上や担い手確保を目指します。 

〇 国土交通省で取り組んでいる５ＧやＡＩ等のデジタル技術を用い

た自動化・自律化施工の動向を参考にしながら、建設現場における

労働災害防止対策、省力化・生産性向上、帰還困難区域における被

曝量の軽減対策など、新技術の導入に向けた調査、検討を積極的に

行います。 

【新しい価値】 

〇 設計から工事施工まで様々な場面でデジタル技術が活用されるよ

うになり、生産性及び作業安全性の更なる向上を図ることができま

す。 

 

イ 公共工事における情報共有システムを活用した業務効率化 

【取組内容】 

〇 受発注者双方の働き方改革や生産性の向上を図るため、受注者・

発注者間のやり取りや工事書類の作成を、Ｗｅｂを通して行う情報

共有システムの活用を推進していきます。 

【新しい価値】 

〇 事業者の利便性及び公務能率の向上を図り、労働力不足の解消、

人的資源を行政サービスの更なる向上につなげることができます。 

 

ウ 工事の段階確認等における遠隔臨場の推進 

【取組内容】 

〇 受発注者双方の働き方改革や生産性の向上を図るため、施工状況

の段階確認や異常気象発生時の現場確認など、工事や災害現場等に

おける遠隔臨場の推進を図っていきます。 

〇 また、材料検査や県内外における中間検査、竣工検査において、

段階ごとの検査における遠隔臨場の推進を図っていきます。 

【新しい価値】 

〇 現場臨場の削減による効率的な時間の活用により、工事の質の向  

上や労働環境の改善を図ることができます。 

〇 事業者の生産性の向上を図るとともに、公務能率の向上を図り、

人的資源を行政サービスの更なる向上につなげることができます。 

エ 各業務段階における３次元モデルの導入推進 

【取組内容】 
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〇 受発注者双方の働き方改革や生産性の向上を図るため、計画、調

査、設計段階における図面等の３次元化や３次元モデルの活用など、

一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を推進していきま

す。 

【新しい価値】 

〇 ミスや手戻りの大幅な減少、単純作業の軽減、工程短縮等による

施工現場の安全性向上等により、事業者の生産性の向上を図るとと

もに、公務能率の向上を図ることができます。 

 

オ 公共土木施設管理におけるロボット等の活用 

【取組内容】 

〇 公共土木施設の老朽化が進む中、橋梁や法面施設等の定期点検及

び維持管理において、ドローンなどの新技術の導入を拡大し、業務

効率化を図ります。 

【新しい価値】 

〇 事業者の生産性の向上を図るとともに、公務能率の向上を図るこ

とができます。 

 

５ 健康・医療・福祉 

(1) 新型感染症対策の推進 

【取組内容】 

〇 国が開発した新型感染者等情報把握・管理システム（ＨＥＲ－ＳＹ

Ｓ）や医療機関等情報システム（Ｇ－ＭＩＳ）、ワクチン接種記録シ

ステム（ＶＲＳ）により感染者・医療機関の状況の把握やワクチン接

種状況等の情報を収集し、また、同じく国が開発したワクチン接種円

滑化システム（Ｖ－ＳＹＳ）によりワクチンの流通管理を行うなど、

デジタル技術の活用により迅速な感染症対策に取り組むとともに、関

連するシステムの改修・運用にあたっては、国等と連携を図ります。 

〇 また、デジタル技術を活用し、感染者数等をわかりやすく効果的に

情報発信するとともに、ＳＮＳ通話（ＬＩＮＥ）に対応した外国人向

けの新型感染症に関する相談ホットラインの開設など、デジタル技術

を活用した情報発信や相談体制の充実等を図ります。 

【新しい価値】 

〇 新型感染症対策の強化により、県民の命と健康を守ることができま

す。 



 

45 

 

(2) 遠隔医療の推進 

【取組内容】 

〇 デジタル技術を用いた遠隔医療など医療機関におけるデジタル技

術の活用を推進します。 

【新しい価値】 

〇 医療の質の向上やよりよい医療を得られる機会の増加、患者の通院

負担の軽減等を図ることができます。 

 

(3) 県立病院におけるデジタル技術の活用推進 

【取組内容】 

〇 県立医科大学と県立病院を電子カルテや透析通信システム等で結び、

県立医科大学から専門医が患者の容態に応じて助言等を行うことで、

県立病院での透析医療の充実や質の向上等を図ります。 

〇 また、県立病院において、オンライン診療を試行します。 

【新しい価値】 

〇 へき地における医療の質の向上やよりよい医療を得られる機会の増

加、患者の通院負担の軽減等を図ることができます。 

 

(4) データに基づく健康増進 

【取組内容】 

〇 福島県版健康データベースのデータを分析・活用し、地域ごとの健

康課題を可視化することで、地域ごとに効果的な健康づくりを実践す

ることで、県民の健康増進につなげていきます。 

【新しい価値】 

〇 県民の「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」につなげていくこ  

とができます。 

 

(5) スマートフォンアプリを活用した健康増進 

【取組内容】 

〇 県民健康アプリ等を活用し、いつでもどこでも気軽に楽しく健康づ

くりができる環境を拡大することで、健康維持につながる生活習慣の

定着化及び健康指標の改善を図ります。 

【新しい価値】 

〇 県民の「健康寿命の延伸」と「健康格差の縮小」につなげていくこ

とができます。 
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(6) 地域医療情報ネットワークを活用した医療連携体制の強化 

【取組内容】 

〇 地域医療情報ネットワーク「キビタン健康ネット」の機能強化を図

るなど、医療機関及び介護施設等における医療情報連携体制の強化及

び医療サービスの向上を目指します。 

【新しい価値】 

〇 関係機関で医療情報をスムーズに連携することで、適切で質の高 

い医療サービスを提供することができます。 

 

(7) 医療機関へのロボットやデジタル技術の導入推進 

【取組内容】 

〇 医療従事者の負担軽減を図るため、医療機関に対しロボット導入に

係る助成を行うとともに、医療機関、専門学校等への訪問デモンスト

レーションなど普及啓発に取り組み、ロボットやデジタル技術の導入

を推進します。 

【新しい価値】 

〇 医療職員の負担を軽減し、労働環境を改善することで、医療の質の

向上、医療人材不足の解消を図ることができます。 

 

(8) 介護施設へのロボットやデジタル技術の導入推進 

【取組内容】 

〇 介護職員の負担軽減を図るため、介護支援ロボットの無償貸与や装

着型ロボット、見守りセンサー等の導入に対する補助等により、ロボ

ットやデジタル技術の導入を推進します。 

【新しい価値】 

〇 介護職員の負担を軽減し、労働環境を改善することで、介護の質の

向上及び人材不足の解消を図ることができます。 

 

(9) 保育施設へのデジタル技術の導入推進 

【取組内容】 

〇 保育従事者の負担軽減を図るため、先進的なモデル事業に対する補

助や、保育施設での「ＩＣＴシステム」の活用を支援します。 

【新しい価値】 

〇 保育従事者の負担を軽減し、労働環境を改善することで保育の質の

向上と人材不足の解消を図ることができます。 
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(10) スマートフォンアプリを活用したＨＡＣＣＰの導入推進 

【取組内容】 

〇 簡単にＨＡＣＣＰ35に取り組むことができる専用アプリにより、食

品関連事業者に対する「ふくしまＨＡＣＣＰ」の導入を推進するとと

もに、県産品加工食品の安全性をＰＲします。 

【新しい価値】 

〇 県産品加工食品へ衛生管理という新たな価値を提供し、県産品加工

食品の差別化、ブランド化、販売力強化を図ることができます。 

 

６ 安全・安心、環境 

(1) 安全・安心 

ア 災害発生時の情報共有システムの充実 

【取組内容】 

〇 市町村等関係機関との円滑な情報共有に向けて、防災科学研究所

が進める「基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）36」と本県シ

ステム（防災事務連絡システム）との連接や地理情報システムの構

築など、最新の情報通信関連技術の導入の検討を進めます。 

【新しい価値】 

〇 刻々と変化する被害状況、応急対策状況を情報集約し可視化する

ことにより、災害対策を強化することができます。 

 

イ デジタル技術を活用した適切な避難行動の支援 

【取組内容】 

〇 県民一人一人の避難行動を考える「マイ避難」のデジタル版ツー

ルの構築に加え、デジタル技術を活用した避難誘導事例の展開を検

討し、適切な避難行動を支援するとともに防災意識の醸成を図りま

す。 

                                                      

35 ＨＡＣＣＰ：食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因（ハザード）を

把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、それらの危害要因を除

去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生

管理の手法のことです。 

36 基盤的防災情報流通ネットワーク（SIP4D）：災害対応に必要とされる情報を多様な情

報源から収集し、利用しやすい形式に変換して迅速に配信する機能を備えた、組織を越え

た防災情報の相互流通を担う基盤的ネットワークシステムです。 
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【新しい価値】 

〇 自分にあった避難行動をより簡単に知ることができるようにする 

ことで、県民の命を守る行動に結びつけることができます。 

 

ウ ＶＲ等体験型防災講座の推進 

【取組内容】 

〇 防災意識の高揚を促し、災害文化の定着を図るため、ＶＲ等を活

用した体験型の防災講座等を引き続き実施します。 

【新しい価値】 

〇 災害の危険性を「自分事」として感じてもらうことで、防災意識

を高めることができます。 

 

エ 原子力災害発生時の広域避難ルートの最適化 

【取組内容】 

〇 東日本大震災後に策定した原子力災害における広域避難計画をよ

りわかりやすい形でＷｅｂ上に提供している「広域避難ルートマッ

プ」について、引き続き定期的な道路整備状況の更新や避難シミュ

レーションを行う等、避難ルートの最適化を検証し、「原子力災害

に備える情報サイト」に反映させていきます。 

【新しい価値】 

〇 広域避難ルートをより分かりやすくすることで、的確な避難に結

びつけることができます。 

 

オ スマートフォンアプリを活用した防犯対策の推進 

【取組内容】 

〇 防犯対策アプリを活用し、県民一人一人が必要とする防犯情報等

をタイムリーに、わかりやすくプッシュ型通知37で受信することが

できる仕組みを構築し、情報発信の最適化や収集したデータの防犯

対策への利活用を目指します。 

【新しい価値】 

〇 情報発信を最適化することで、防犯意識等の更なる向上や防犯情

報の可視化を図ることにより、県民の安全と安心を確保することが

                                                      

37 プッシュ型通知：受信者側からリクエストしなくても、能動的に情報を取得しサーバー

から自動的に発信される情報配信の仕組みの一つです。 
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できます。 

 

(2) 環境 

ア スマートフォンアプリを活用した地球温暖化対策の推進 

【取組内容】 

〇 地球温暖化対策を一層推進するため、環境アプリを活用し、家庭

での省エネやごみ減量化に向けた取組を促進します。 

【新しい価値】 

〇 現代社会に合った手法の導入により従前よりも、地球温暖化に対

する意識を高めることができます。 

 

イ デジタル技術を活用した鳥獣被害の軽減対策 

【取組内容】 

〇 イノシシ等の捕獲について、捕獲従事者の見回りの負担の軽減を

図るため、わなの作動をメールで通知するなど、捕獲や被害防除等

の効率的、効果的な鳥獣被害対策を目指します。 

〇 また、電波の届きにくい山間部での利用が想定されるため、電波

の状況に応じた最適な通信方法を選択するなど、デジタル技術の効

果的な活用も推進していきます。 

【新しい価値】 

〇 労働環境の改善を行うことにより、担い手確保や鳥獣被害対策の

強化を図ることができます。 
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◆ 地域のデジタル変革（ＤＸ）のロードマップ 

 
 

R3 R4 R5 R6 R7

4(1)

イ
中小企業、小規模事業者のデジタル化支援（ア）

項目

1(3)
福島イノベーション・コースト構想に基づく農業先端技術の

展開

3(1)

ア
情報モラル教育の推進

デジタル技術を活用した観光の推進

小学校及び中学校におけるデジタル技術を有効に活用した授

業の実践

3(1)

ウ
県立高等学校における一人一台端末環境の実現

3(1)

エ
特別支援学校におけるデジタル技術の効果的な活用

4(1)

イ
中小企業、小規模事業者のデジタル化支援（イ）

1(1) 避難地域12市町村に係るデジタル情報発信の推進

1(2) 浜通り地域等15市町村におけるイノベーション創出支援

2(1) テレワークによる関係人口・交流人口の拡大

2(2) リモートワーク等を活用した副業人材による地域課題の解決

2(3) デジタル技術を活用した地域おこしの推進

2(4) 戦略的なデジタル広報の推進

2(5)

3(1)

イ

小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校における統合型

校務支援システムの活用

3(2)

エ
小学校、中学校及び高等学校における情報活用能力の育成

4(1)

ア

会津大学等と連携した事業者のデジタル変革（ＤＸ）推進支

援

3(2)

ア
会津大学と連携したデジタル人材育成

3(2)

イ
テクノアカデミーを中心としたデジタル人材育成

3(2)

ウ
農業短期大学校等を中心としたスマート農業人材の育成

3(1)

オ

Ｗｅｂ・デジタル広報活用

移住者向け情報発信

ビジネス交流活動

技術実用化開発・実証

営農モデル策定

テレワーク環境整備・関係人口拡大

効果検証・事業検討

人員確保・地域活動 効果検証・事業検討

デジタル発信

発信結果分析・庁内共有

情報モラル検定の試行・試験運用

指導教材開発・周知

指導資料作成

効果検証・事業検討

事例蓄積・紹介

ＡＩ型ドリル活用

公開授業研究

県内への周知

研究実践と個別最適化された「ＩＣＴ教育」の推進

環境整備

環境整備(大型提示装置、端末等配備)

研究実践と個別最適化された「ＩＣＴ教育」の推進

高度なデジタル人材の育成

プログラミング教育・ロボット技術開発

設計技術等デジタル人材育成

Ｗｅｂ・動画等実践教育

スマート農業研修・人材育成

指導者育成

ビジネスモデルの創出支援

「ＩＣＴ利活用」支援

情報活用能力の育成

県内への展開

専門家伴走支援

助成金支援

校務支援システムの運用（県立学校）

商工会等と連携したデジタル化への支援

産業支援機関等と連携した専門家派遣

市町村への導入促進支援

環境整備(一人一台端末環境) 一人一台端末環境の実現

環境整備 データ分析による戦略的情報発信



 

51 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7

4(2)

ウ
スマート水産業の推進

4(3)

ア
デジタル技術を活用した工事の推進

4(3)

イ
公共工事における情報共有システムを活用した業務効率化

4(2)

ア
スマート農業の推進（ア）

4(2)

イ
スマート林業の推進

項目

4(1)

ウ
ハイテクプラザを中心とした企業のデジタル変革（ＤＸ）支援

4(1)

エ
ＥＣサイトの立ち上げによる販路拡大支援

5(4) データに基づく健康増進

4(3)

ウ
工事の段階確認等における遠隔臨場の推進

4(3)

エ
各業務段階における３次元モデルの導入推進

5(1) 新型感染症対策の推進

4(3)

オ
公共土木施設管理におけるロボット等の活用

5(8) 介護施設へのロボットやデジタル技術の導入推進

4(2)

ア
スマート農業の推進（イ）

5(5) スマートフォンアプリを活用した健康増進

5(6) 地域医療情報ネットワークを活用した医療連携体制の強化

5(7) 医療機関へのロボットやデジタル技術の導入推進

5(2) 遠隔医療の推進

5(3) 県立病院におけるデジタル技術の活用推進

ロボット・ＡＩ等技術開発サポート

ものづくりでのロボット・ＡＩ・ＩｏＴ活用

効果検証

事業検討

効果検証

事業検討

技術実用化開発・現地実証

先端技術の活用

森林情報の高度化・共有化

森林資源情報等システム開発

システム運用・普及啓発

操業支援システムの開発・実証
操業支援システムの構築・社会実装

普及啓発

システムの運用・改善

情報発信・相談体制整備

環境整備(遠隔医療に必要な端末等の導入支援)

透析通信システム運用

オンライン診療の試行

データに基づく普及啓発・事業展開

健康データの分析・活用

普及啓発

機能見直し検討・改修

県民健康アプリの運用

地域医療情報ネットワークの運用

システム改修検討・機能強化

普及啓発

導入助成

医療機関等への訪問デモ

普及啓発

導入助成

ロボット等の無償貸与

普及促進

ＡＩ肉質評価システムの運用

導入推進

ＥＣサイト立上及び

運営支援

効果検証

導入拡大検討

環境整備(機器、手引き作成等)

ドローン本格導入ドローン試行導入

環境整備（システム等）

図面等の３次元化(試行導入) 図面等の３次元化(導入拡大)

運用検討

環境整備（機器等）

現場確認、各検査の遠隔臨場

情報共有システム運用・改善検討

デジタル技術活用工事の運用・拡大

無人化施工技術の調査・検討
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※ロードマップは、事業の進捗状況等を踏まえ、変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

R3 R4 R5 R6 R7項目

5(9) 保育施設へのデジタル技術の導入推進

6(2)

イ
デジタル技術を活用した鳥獣被害の軽減対策

6(1)

ウ
ＶＲ等体験型防災講座の推進

6(1)

エ
原子力災害発生時の広域避難ルートの最適化

6(2)

ア
スマートフォンアプリを活用した地球温暖化対策の推進

6(1)

オ
スマートフォンアプリを活用した防犯対策の推進

5(10) スマートフォンアプリを活用したＨＡＣＣＰの導入推進

6(1)

ア
災害発生時の情報共有システムの充実

6(1)

イ
デジタル技術を活用した適切な避難行動の支援

普及啓発

専門家派遣支援

児童管理システムの導入・運用

導入推進

ふくしまＨＡＣＣＰアプリの導入・運用

アプリ見直し検討・改修

防災関係システム導入・運用

システム見直し検討・改修

県内への展開

先進事例調査・導入検討

Ｗｅｂツール構築・運用

ＶＲ等を活用した防災講座の提供 効果検証・事業検討

Ｗｅｂ広域避難ルートマップの更新・運用

環境アプリの運用

アプリ見直し検討・利便性向上

捕獲通知時等のＩＣＴの実証・運用

県内への展開

機能検討・情報収集 防犯対策アプリの開発・導入・運用
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第６ デジタルデバイド対策 

地域社会のデジタル化を進めるに当たり、年齢、障がいの有無、性別、国

籍、経済的な理由等に関わらず、誰も取り残さない形で、全ての県民にデジ

タル化の恩恵を広くいきわたらせていくための環境の整備に取り組むとと

もに、対面に代表されるアナログな手法とデジタル技術を活用した手法の最

適化を図ります。 

１ 情報通信基盤の整備促進 

○ 光ファイバ網や携帯電話、５Ｇサービス38、ローカル５Ｇ39等の情報通信

基盤を有効に活用し、全ての地域がデジタル化によるメリットを享受でき

るよう、必要とされる全ての地域において、国庫補助事業の活用や国及び

事業者に対する要望等を通じて、情報通信基盤の整備を促進します。 

 

２ 利用者に優しい行政サービス等の実現 

〇 デジタル機器に不慣れな若年層や高齢者の方にもわかりやすく、直感的

に操作できるユーザーインタフェース40の設計や、外国人利用者向けの申

請画面等の多言語化など、利用者目線で、かつ、利用者に優しい行政サー

ビスを実現します。 

○ 障がい特性に応じたパソコン導入のアドバイス等により、情報バリアフ

リー環境の整備を図ります。 

〇 行政サービスのデジタル化を進める一方で、対面に代表されるアナログ

な手法も大切にし、誰でも最適な行政サービスが受けられるようにします。 

 

３ 地域住民に対するきめ細かなデジタル活用支援 

〇 県は、ふくしまＩＣＴ利活用推進協議会と連携し、デジタル技術の利活

用について普及・啓発活動に取り組みます。 

○ オンラインによる行政手続・サービスの利用方法について、高齢者等が

                                                      

38 ５Ｇサービス：「5th Generation（第 5 世代移動通信システム）」の略で、次世代の通信

規格です。高速・大容量、超高信頼・低遅延、多数同時接続が特徴です。 

39 ローカル５Ｇ：通信事業者ではない企業や自治体が、一部のエリア又は建物・敷地内に

専用の 5G ネットワークを構築する方法。例えば企業が工場の敷地内に専用ネットワーク

を整備して、ロボットによる自動運転や遠隔制御を行う「スマート工場」に最適だと考え

られています。 

40 ユーザーインターフェース：一般的にユーザー（利用者）と製品やサービスとのインタ

ーフェース（接点）すべてのことを意味します。 
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身近な場所で相談や学習を行えるようにする「デジタル活用支援員」41の

利用を促進するとともに、ＮＰＯや地域おこし協力隊等の地域の幅広い関

係者と連携し、講座の開催やアウトリーチ型の相談対応など地域住民に対

するきめ細かなデジタル活用支援を行います。 

〇 また、「誰一人取り残さない」デジタル化を推進するため、自治会や老

人クラブといった地域主体の団体、地元企業等と連携を図り、地域のシニ

ア層の中からデジタル活用人材を育成することや、地域の特性に合わせた

情報リテラシー研修の開催をするなど、新しい生活様式に対応した支援メ

ニューの充実を図り、高齢者を含めた地域住民の情報リテラシー向上を強

く推進していきます。 

  

                                                      

41 デジタル活用支援員：高齢者に対して、住居から地理的に近い場所で、ICT 機器・サー

ビスの利用方法について教えたり、相談を受けたりします。支援員が全国各地で継続的に

活動できる体制を検証する事業を総務省で実施しています。 
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第７ 情報セキュリティ対策・個人情報保護 

 １ 情報セキュリティ対策 

(1) 情報セキュリティポリシーの見直し 

〇 「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラ

イン」（総務省）を踏まえ、行政手続のオンライン化やクラウドサービス

の活用、働き方改革等の取組と情報セキュリティ対策の両立を図るため、

最高情報セキュリティ責任者（ＣＩＳＯ42）と連携し、情報セキュリテ

ィポリシーの見直しを継続して行っていきます。 

 

(2) 情報セキュリティ対策と業務効率化の両立 

〇 テレワークやＷｅｂ会議、クラウドサービスなど新たな時代の要請を

踏まえ、必要なセキュリティレベルを確保しつつ、業務の利便性・効率

性の向上を図ります。 

〇 平成 29（2017）年度に庁内ネットワークを三層に分離（マイナンバー

利用事務系、ＬＧＷＡＮ接続系、インターネット接続系）し、そのうち

のＬＧＷＡＮ接続系に業務端末・システムを配置する方式を導入した結

果、セキュリティレベルは大幅に向上しましたが、インターネット接続

系からＬＧＷＡＮ接続系へのファイルの取り込みに時間がかかる、コミ

ュニケーションツール（Ｗｅｂ会議やビジネスチャット等）の活用が制

限されるなど、業務効率の面では課題がありました。 

〇 それらの課題の解消に向け、業務端末・システムのインターネット接

続系への配置も含め、改めて検討を行い、ＬＧＷＡＮ接続系に業務端末・

システムを配置したままでも業務効率を高めることが可能なシステム

の導入等、セキュリティレベルを確保しながら、令和４（2022）年度の

システム更新時期に合わせて新しいシステムを導入することにより、業

務の効率化を図ります。 

 

(3) セキュリティクラウドの利用 

〇 平成 29（2017）年から福島県及び県内市町村等が共同で運用している

「福島県自治体情報セキュリティクラウド」については、令和４（2022）

年度から、東北及び新潟県の７県が共同で、高いセキュリティレベルを

満たす民間のクラウドサービスを導入する予定です。 

 

                                                      

42 「ＣＩＳＯ」とは、「Chief Information Security Officer」の略称です。 
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 ２ 個人情報保護 

〇 県では、デジタル変革（ＤＸ）の推進に当たり、個人情報の保護に関す

る法律（以下「個人情報保護法」という。）、福島県個人情報保護条例（以

下「条例」という。）など、それぞれの個人情報保護法制を遵守し、個人情

報の保護その他の個人の権利利益の保護のための措置を講じています。 

〇 令和３（2021）年５月に成立したデジタル社会の形成を図るための関係

法律の整備に関する法律により改正される個人情報保護法において、社会

全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立に

必要な全国的な共通ルールが規定され、令和５（2023）年春から地方公共

団体も個人情報保護法に定める規定が適用されることとなりました。 

〇 そのため、本県においても条例の改正を予定しており、条例改正後は、

個人情報保護法に基づく全国共通の制度により、個人情報の保護とデータ

流通の両立を図っていきます。 

〇 また、個人情報保護法等により、個人情報の取得については、利用目的

を限定するとともに、あらかじめ利用目的の公表又は本人への通知が必要

とされ、データの利活用や同意についても、様々な規定がなされています。 

〇 データ利用のための同意取得については、事前に同意を得る方式（オプ

トイン）又は利用時点での不同意の意思表示を可能とする方式（オプトア

ウト）などがありますが、いずれの方式でも本人へわかりやすく説明をし、

理解を得ることが重要になります。 

〇 なお、匿名化され個人が特定できないデータの利用についても、慎重な

取り扱いが必要となります。 

〇 デジタル変革（ＤＸ）の推進に当たっては、個人情報保護法及び条例に

基づき、職員を始め、委託業者についても、個人情報の取扱いを厳しく監

視し、不適正な利用や流出がないよう、法令順守に徹するとともに、責任

をもって指導・監督していきます。 
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第８ 推進体制 

デジタル変革（ＤＸ）を実効性のある形で推進するため、次のとおり推進

体制を構築します。 

 

 １ デジタル変革（ＤＸ）の責任者の設置 

本県におけるデジタル変革（ＤＸ）を含む、情報戦略全体の責任者として、

最高デジタル責任者（ＣＤＯ43）を設置し、ＣＤＯを中心とした全庁的なデ

ジタル変革（ＤＸ）の推進体制を整備します。 

ＣＤＯは、知事の職務を代理する副知事の順序を定める規則で定める第１

順位副知事をもってあてます。 

 

 ２ ＣＤＯ補佐官の設置 

外部有識者の知見を活かし、ＣＤＯを専門的知見から補佐するため、ＣＤ

Ｏ補佐官を設置します。 

 

 ３ 全庁横断組織の役割 

(1) 福島県行財政改革推進本部及び福島県デジタル社会形成推進本部 

福島県行財政改革推進本部及び福島県デジタル社会形成推進本部に

おいて、基本方針等を策定します。 

 

(2) 業務改革部会及びデジタル化推進部会 

基本方針に基づき、福島県行財政改革推進本部業務改革部会及び福島

県デジタル社会形成推進本部デジタル化推進部会において、ＰＤＣＡマ

ネジメントサイクルにより、デジタル変革（ＤＸ）に係る取組の進行管

理等を担い、デジタル変革（ＤＸ）を推進します。 

 

 ４ 庁内各課等の役割 

(1) デジタル変革課 

デジタル変革課は、本県のデジタル変革（ＤＸ）の司令塔として、行

政経営課、市町村行政課及び業務担当課室との総合調整や業務担当課室

と連携して地域のデジタル変革（ＤＸ）の企画立案等を行います。 

 

                                                      

43 「ＣＤＯ」とは、「Chief Digital Officer」の略称です。 
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(2) 行政経営課 

行政経営課は、県庁内でのデジタル技術を活用した業務改革が、働き

方改革の視点で進められてきたことを踏まえ、人事課とともに「福島県

庁働き方改革プロジェクトチーム」との連携を図りながら、県庁内にお

けるデジタル変革（ＤＸ）の企画立案や業務担当室との調整等を担当し

ます。 

 

(3) 市町村行政課 

市町村行政課は、市町村の行財政改革への取組の支援を通じて、デジ

タル変革（ＤＸ）に向けた下地を作るとともに、デジタル変革課と連携

して市町村の行政のデジタル変革（ＤＸ）を推進します。 

 

(4) 業務担当課室 

業務担当課室は、デジタル変革（ＤＸ）が業務改革の契機であること

を踏まえ、県庁内におけるデジタル変革（ＤＸ）に協力するとともに、

所管する政策を通じ、地域のデジタル変革（ＤＸ）を推進します。 

 


